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ひと・まち・みらい課長

石 橋 啓 明

ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事

 橋 吉 治

午前９時００分開議

○議長（澤田 俊一君） 皆さん、おはようございます。

会議を再開します。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第１２８回

神河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

なお、納良幸議員より体調不良のため、また、北川会計管理者より親族に御不幸が

あった関係でそれぞれ欠席届が提出されていますので、御報告申し上げます。

日程に入る前に、本日、議会開会前に議会運営委員会を開き、議事日程について協議

しましたので、委員長からその結果について報告を求めます。

安部重助議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（安部 重助君） おはようございます。議会運営委員長の安部

です。それでは、本日、定例会開会前に議会運営委員会を開催し、昨日、町長から提出

されました第３６号議案から第３８号議案について、審議方法及び議事日程について協

議を行いましたので、その内容を報告いたします。

議案の審議方法については、本日提案説明を受け、定例会第３日目以降に質疑を行い、

討論、表決をお願いすることとしております。

議事日程につきましては、お手元に配付しました議事日程（第２号）、日程第２とし

て審議をいただくこととしております。

以上のように議事日程等について決定し、議長にお願いしております。議員各位及び

説明員の方々の御理解、御協力をお願いいたします。

以上で報告とさせていただきます。

○議長（澤田 俊一君） ただいま議会運営委員長から報告のあったとおり、３月３日に

町長から提出のあった第３６号議案、神河町神崎いこいの村条例を廃止する条例制定の

件、第３７号議案、神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例の全部を改正する条例

制定の件、第３８号議案、財産処分の件の３議案を議事日程（第２号）の日程第２とし

て日程に入れておりますので、御了承願います。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第２３号議案から第３５号議案

○議長（澤田 俊一君） 日程第１、第２３号議案から第３５号議案、令和８年度各会計
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予算を一括議題とします。

町長の所信表明並びに第２３号議案、令和８年度神河町一般会計予算について提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、令和８年度神河町一般会計予算説明資料の１ページ

をお開きください。第１２８回神河町議会定例会の開会に当たり、令和８年度の予算並

びに諸議案の御審議に併せて、私の町政に対する所信の一端を述べさせていただきます。

まずは、昨年１１月１６日執行の神河町長選挙におきまして、無投票により信任を賜

り、５期目の町政運営の重責を担わせていただくことになりました。御支援賜りました

全ての方々に心より厚くお礼申し上げます。

あわせて、町長就任以来進めてまいりました神河町の知名度アップと元気な神河町を

目指し走り続けてきた１６年間の貴重な経験と実績を通じ培わせていただいた政治経験

を生かして、「みんなが元気になる」神河町づくりに邁進する決意であります。改めて、

引き続きの御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

さて、新年度を迎えるに当たりまして、これまでの町政課題の取組に対し、町民の皆

様をはじめ、議員の皆様、そして各方面の皆様に絶大なる御理解、御協力を賜り、町政

運営ができましたこと、心より感謝申し上げます。

私は、常々、未来の世代にどんなまちを残せるかを考え、自然豊かな風景を守り、若

者が誇りを持ち、子供たちが笑顔で育ち、高齢者が安心して暮らし続けることのできる

まちを目指してまいりました。今回、人口減少や厳しい財政状況にあっても未来に誇れ

る神河町を築くために常に挑戦するという思いを込め、「突き抜けよう！かみかわ」を

新たなキャッチフレーズに加えました。皆様方の引き続きの変わらぬ御支援をよろしく

お願い申し上げます。

神河町の最大の政策課題は、人口減少を克服して、持続可能なまちの実現にあります。

引き続き国と連動して神河町第３期地域創生総合戦略を推進し、子供からお年寄りまで

が神河町が楽しい、神河町が安心して暮らせると思える、特に若者が住み続けられる、

住み続けたいと思えるまちづくりに全力で取り組んでまいります。

次に、主要課題とその対応策についてでございますが、大きく３つの柱を掲げ、取り

組んでまいります。１つ、「安全安心のまちづくり」、２つ、「住んでよかったと思え

るまちづくり」、３つ、「未来に希望が持てるまちづくり」、これを町政運営の基本方

針とし、必要な施策を選択し、集中的に取り組んでまいります。

最後に、人口減少、少子高齢化に歯止めをかけるのは困難ですが、大事なのは、人口

が減少しても持続可能な神河町の土台をどのようにつくるかでございます。地域住民の

皆様と共に知恵を出し合い、変わらない風景を未来の世代に残し、つなげていくため、

全身全霊、力いっぱい取り組んでまいります。引き続き皆様方の御指導、御鞭撻を賜り

ますよう重ねてよろしくお願い申し上げます。
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次に、国の動向についてでございます。

政府は、令和８年度の国の予算案を令和７年１２月２６日に閣議決定しました。地方

自治体の財政運営に関する令和８年度地方財政対策の概要も同日に示されたところです。

国の経済は、デフレ・コストカット型経済から、安定的な物価上昇と、それを上回る

持続的な賃金上昇が実現する成長型経済に移行できるかどうかの分岐点にあるとされて

います。このような背景の中、示された令和８年度の地方財政対策は、経済・物価動向

等をいかに適切に反映することができるかが最大の課題とされています。

国の地方財政計画の歳出は、物価高対応のほか、社会保障関係費や人件費の増加など

を反映することとし、それに見合った一般財源総額を確保するとしています。

以下、そのポイントを見ていくと、まず、普通交付税等においては、価格転嫁の取組

状況を反映するとされています。また、地方財政の健全化として臨時財政対策債の発行

額は令和７年度に続きゼロとし、過去に発行した償還財源を措置するため償還基金費を

計上するとしています。軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間の税率廃止や、自動車

税及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う減収については、地方特例交付金により減

収額の全額を補填することとなっています。

次に、教育無償化では、高校無償化に４分の１の都道府県負担、給食費の抜本的な負

担軽減には２分の１の都道府県負担を導入することになっています。

続いて、各地方が直面する課題の解決に資するよう、地域未来基金の創設など地方財

政措置の拡充がなされます。

また、防災・減災対策では、自然災害の激甚化・頻発化に対応し、地域防災力向上を

充実させるため、令和７年度を期限としていた緊急防災・減災事業費及び緊急自然災害

防止対策費の事業期間が５年間延長され、令和１２年度まで延長されます。

最後、公営企業の経営基盤の強化では、上下水道事業の広域化をはじめとする経営改

善の取組に対して、一時的な財政負担を平準化するため、新たに公営企業経営改善特例

債が発行できるようになりました。また、埼玉県八潮市で発生した事故などを踏まえ、

上下水道管路の老朽化対策を推進するため、下水道管路の全国特別重点調査や水道管路

の耐震化事業の拡充に地方財政措置を講じることとしています。さらに、近年の物価高

騰や人件費増加といった厳しい経営環境にある公立病院に対する繰出金を増額し、交付

税措置を拡充することとされています。

次に、神河町の財政状況についてでございます。

令和６年度決算において、財政の健全性を示す健全化判断比率のうち実質公債費比率

については令和５年度から２ポイント上回り、１⒉１％、財政構造の弾力性を示す経

常収支比率については⒈３ポイント上回り９⒋４％となりました。両比率とも類似団体

より高い水準で推移し、起債余力、弾力性が弱く、財政構造の硬直化がさらに進んでい

る状況です。

また、一般会計の財政調整基金の令和６年度末残高は１８億７６３万０００円、令
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和７年度末の残高見込みは１５億９２１万０００円、これは１２月補正時点のもの

でございます。地方交付税で元利償還費用の措置のある過疎対策事業、辺地対策事業等

を有効に活用し、財政調整基金に過度に依存しない収支均衡予算を目標に取り組みまし

たが、次期ごみ処理場の整備、中播消防署の移転建て替えなどの大型投資が続いており、

財政調整基金の残高は２億８４１万０００円減る見込みです。令和６年度決算の普

通会計の基金の残高は４４億７９８万０００円と微減の状態、逆に地方債の現在高

は１１９億８８４万円と微増の状態です。

広域で取り組む次期ごみ処理場の整備、中播消防署の移転建て替えなどは除いて、改

めて年度間の投資的経費の平準化を図り、また、各種事業においても事業評価により選

択と集中に注力することが極めて大事です。事業の評価においては、費用対効果を強く

意識することが求められています。

最後に、財政運営に大きな影響を及ぼしている老朽化した観光施設を中心とした公共

施設の適正化を進めるとともに、中堅、若手職員で構成する神河みらい創造プロジェク

トチームの提言にある公共施設の縮充を喫緊に進めていくことが重要となっています。

縮充について、少し説明をさせていただきます。小さくまとめるという意味の縮小の

「縮」、内容を豊かにするという意味の充実の「充」の字を組み合わせた造語でござい

ます。長寿命化改良ができない老朽化の進んだ公共施設、経営が困難な観光施設などに

ついて、住民サービスの質を確保しながら、コスト削減に向けた廃止、複合化、統合な

どの効率化を図るというものでございます。

続いて、町政運営の基本方針を述べさせていただきます。

令和８年度の町政運営は、引き続き２０５０神河将来ビジョンの実現に向けて、まち

全体の目指す姿、「変わらない風景を未来の世代へ」、１つ目、「安全安心のまちづく

り」、２つ目、「住んでよかったと思えるまちづくり」、３つ目、「未来に希望が持て

るまちづくり」をキーワードとして第２次神河町長期総合計画の後期基本計画を柱とし

て、引き続き第３期地方創生総合戦略を中心とした施策に取り組むとともに、健全な財

政運営を前提として、「自然豊かな風景を守り、若者が誇りを持ち、子どもたちが笑顔

で育ち、高齢者が安心して暮らせるまち」を目標に町政運営に取り組んでまいります。

各種政策ですが、まず「安全安心のまちづくり」では、引き続き豪雨災害対策など自

然災害の激甚化・頻発化に対応してまいります。特に避難所環境の整備が非常に大切で

あり、防災トイレカー、給水タンクの整備を図るとともに、防災備蓄品の充実促進を図

ってまいります。加えて、消防機能では、神崎郡３町で取り組む中播消防署本署・出張

所の移転建て替えを引き続き推進してまいります。神河町柏尾区に完成しました出張所

については、令和８年３月２日から供用開始、令和８年度は本署、福崎町での建設が本

格化してまいります。

続いて、公営企業会計においては、上下水道、病院の健全経営に引き続き努めてまい

ります。
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次に、「住んでよかったと思えるまちづくり」です。

公共交通の維持確保では、引き続き鉄道及びバス交通の維持に注力してまいります。

地域自治協議会については、引き続き持続可能な地域づくりを推進するための地域づく

り交付金などの支援を行います。第３期地域創生総合戦略、とりわけ人口減少対策では、

若者定住・移住支援、情報通信ではケーブルテレビの１０ギガ対応に向けて設備環境を

整備します。起業・創業支援、地域活性化起業人制度を通した企業誘致と雇用創出、出

会い、結婚、出産、育児、子育て支援などの取組を総合的に進めてまいります。

教育環境の充実のメインは、学校給食の無償化です。令和８年度から小学校は給食費

負担軽減交付金、中学校、幼稚園は重点支援交付金を活用し、学校給食を無償化します。

これまでも給食費の２分の１補助や食材料費の価格高騰の給食費への無転嫁など保護者

の負担軽減を図ってきましたが、国の動向なども踏まえて無償化に踏み切ります。今後

の課題は、学校給食無償化の永続的な財源の確保が課題となってきます。

最後に、「未来に希望が持てるまちづくり」です。

商工業の振興、観光業の振興では、町内経済循環の拡大、関係人口の可視化を図って

まいります。特に関係人口の可視化では、国が創設を進めているふるさと住民登録制度

への参加を検討していきます。

また、重要施策である農業の再生、林業の再生では、地域資源の有効活用の観点から

引き続き取組を強化してまいります。

これらの基本方針の下、「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現に向けて、「ハ

ートが安らぐまちづくり」、「ハートが賑わうまちづくり」、「ハートが繋がるまちづ

くり」を基本として、町民の皆様と共に「大好き！私たちの町 かみかわ」をしっかり

と共有し、町政運営に全力で取り組んでまいります。

次に、令和８年度の予算編成についてでございます。

令和８年度の一般会計当初予算の総額は、対前年度比９億９００万円、⒐６％増の

１１１億円の超大型予算案となりました。令和８年度予算は、国の令和７年度補正予算、

特に地域未来交付金、補正予算債などを活用し、令和７年度補正予算と一体として令和

８年度町政運営の基本方針に沿って編成しました。

予算の編成に当たりましては、令和６年度決算における財政状況と監査委員及び議会

の認定における指摘事項に留意しながら、各種事務事業の検証を基に、スクラップ・ア

ンド・ビルドを基本に財政調整基金に頼らない、そして過度に地方債に依存しない予算

編成を基本に据えながらも、喫緊の行政課題に対応するため積極的な財源配分を行いま

した。

職員、会計年度任用職員の人件費の増加もさることながら、物件費を中心として賃上

げに伴う価格高騰が歳出需要を増嵩させ、予算総額の大幅増加につながっています。

また、大型の投資では、総合コンピューター基幹系システムの更新、ケーブルテレビ

の１０ギガ設備環境整備、次期ごみ処理施設の建設負担金、峰山宿泊施設浄化槽の更新
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など観光施設の整備、神崎公民館、体育センターの解体など、前年比約１４億０００

万円の増額となりました。

このため、基金の繰入れ総額は約１０億２００万円、うち財政調整基金の繰入額は

３億２００万円、また、地方債の発行予定総額は約１８億１００万円に上ります。

限られた財源の中で大変厳しい財政運営が求められた予算編成となりました。

歳入では、普通交付税において、国の地方財政計画の内容も踏まえ１億０００万円

増の３８億０００万円を見込んでいます。

また、財政調整基金の繰入れが対前年度比２００万円増の３億２００万円、一般

会計の基金の総繰入額は約１０億２００万円となりました。

地方債の発行予定額は、対前年度比６億５２０万円増の約１８億１００万円、過

疎債は、次期ごみ処理施設の建設負担金など９億３３０万円、辺地債は５７０万円、

緊防債は、中播消防署建て替え負担金、神崎公民館、体育センターの解体など７億５５

０万円となっています。

歳出では、人件費関係で約１５億５００万円となりました。また、公債費の元金償

還金は、対前年度比４５８万０００円増の１２億１２２万円となっています。人

件費と公債費を合わせると約２８億円となり、令和６年度決算の標準財政規模、約５６

億円の約５０％となっています。

このように、非常に厳しい財政状況であり、限られた財源の中で、課題の選択と集中

に取り組み、簡素で効率的な行財政システムを構築し、行財政運営の透明性を高め、質

の高い公共サービスを効率的、効果的に提供することができるように喫緊に取り組む必

要があります。

次に、主要施策の取組でございます。

これから御審議をいただきます令和８年度当初予算案は、別冊のとおりでございます

が、ここでは、最重点施策の２０５０神河将来ビジョン、神河町地域創生総合戦略を踏

まえ、第２次神河町長期総合計画の６つの基本目標に沿って、その主な概要を説明させ

ていただきます。

第２次神河町長期総合計画の３つの基本的な考え方と基本目標の６本柱でございます。

まず、「ハートが安らぐまちづくり」では、１つ目、郷土を愛し、次世代を担う人材

を育てるとして、子育て、教育、生涯学習・スポーツ、歴史・文化でありますが、子ど

も・子育て支援法に基づく乳児等通園制度、いわゆるこども誰でも通園制度が始まりま

す。全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での

支援を強化することを目的としています。保育所、幼稚園、児童センターでの受入れ体

制の整備及び支援に係る必要な予算を計上しました。

幼児教育につきましては、引き続きニーズに応じた質の高い保育や教育の提供に努め、

充実を図ってまいります。

学校教育の環境では、令和８年度から国の動向も踏まえ、学校給食を無償化します。
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財源は、小学校は国が進める給食費負担軽減交付金、中学校、幼稚園は物価高騰による

経済対策としての重点支援交付金です。なお、保育所等についても重点支援交付金を活

用し、同様に無償化支援を行います。

学校教育につきましては、第４期かみかわ教育創造プラン（令和７年度から令和１１

年度）を基本に、神河町の教育をめぐる現状と課題を踏まえ、よりよい教育環境の充実

と教育の推進に努めてまいります。

生涯教育や芸術・文化の振興につきましては、昨年度オープンの桜空を大切に育むと

ともに、公民館を拠点に要望やニーズに沿った教室を設け、引き続き生涯学習の機会を

提供し、一般公演についても内容の充実をさらに図ってまいります。令和８年度は華道、

ゴルフ、料理等のユースプラス教室を設け、多世代の活動交流を図ってまいります。

社会体育施設につきましては、住民の皆様に健康づくりの拠点として利用していただ

けるよう適切な維持管理に努め、さらに、各種教室やスポーツ大会の開催を通したスポ

ーツの振興にも引き続き取り組んでまいります。

閉館している神崎公民館及び体育センターについては、大きな事業費になりますが、

周辺の安全性に考慮し、解体に着手してまいります。

２つ目の安心して暮らせる環境をつくるでございます。具体的には、地域福祉、高齢

者福祉・介護、障害者福祉、健康・医療でございます。

子育て環境の整備では、安心して子供を産み、子育てできる環境づくりに向け、引き

続き総合的な対策を進めてまいります。

令和７年度に健康福祉課内に設置したすくすく子育て家庭センターを核として、全て

の妊婦、子育て世帯、子供の一体的相談、子育て世帯への訪問等、より支援を充実させ、

切れ目のない取組をさらに進めてまいります。あわせて、母子保健医療対策総合支援、

妊婦健康支援、特定不妊・不育症の助成などの母子保健医療の充実にも努めてまいりま

す。令和８年度は、新規事業として妊活カップル応援事業を予算計上しました。この事

業は、不妊治療を後押しし、応援するもので、治療費や検査費に助成を行うものでござ

います。

高齢者の暮らしを支えるため、何歳になっても元気で暮らせるよう、地域住民との連

携、支え合いを基本とした福祉・保健・医療の充実を図りながら、安全・安心を感じら

れる地域社会の実現に向けた各種の施策を実施してまいります。介護予防教室の開催、

老人クラブ活動、地域住民グループ活動への支援、人生いきいき住宅助成事業などの施

策を継続して実施してまいります。

国民健康保険事業につきましては、健全な運営を図りながら、国民健康保険被保険者

の健康を保持・増進するため、効果的な保健事業に引き続き取り組んでまいります。被

保険者が減少する中、国民健康保険事業財政の安定化に向け、国民健康保険税の標準税

率化を図ってまいります。

介護保険制度における介護予防・生活支援につきましては、引き続き総合事業の取組
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の中で、支援を必要とする方のニーズを把握しながら介護予防・生活支援サービスを提

供するとともに、認知症高齢者に対する地域での見守りや相談等にしっかりと取り組み、

地域の支え合い体制づくりを推進してまいります。

地域包括ケアシステムの推進では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、神崎郡在宅医療・介護連携支援セン

ター、医療・介護関係者間の連携・協力の下、より適切な支援サービスを提供してまい

ります。

障害者福祉の取組につきましては、ニーズに対応した自立支援給付や地域生活支援等

の福祉サービスの提供に当たってまいります。また、神河町社会福祉協議会「ひと花」、

民間による施設整備への支援など、適切なサービスの利用を進めてまいります。また、

令和７年度に制定した手話言語条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言

語の理解とその普及に努め、聾者を含む誰もが尊重し合い、心豊かに安心して生活でき

る地域共生社会の実現を目指してまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、広域連合と連携しながら適正な実施に努めてま

いります。

町民の皆様の健やかな生活を支える保健・医療の取組につきましては、公立神崎総合

病院と連携しながら、町民自らの自主的な健康づくりに取り組む意識の形成を図ってま

いります。また、町ぐるみ健診、特定基本健診の受診率アップを図り、個々の健康状態

を把握するとともに、がん検診等によるがんや特定疾病の早期発見、早期治療につなげ、

住民の皆さんの健康保持・増進を目指してまいります。

最後に、公立神崎総合病院の喫緊の課題は、病院存続のための経営改善です。病院の

経営改善は、立ち止まることも後戻りすることもできない非常に厳しい段階を迎えてい

ます。病院職員が一丸となることはもちろん、町と病院が一体となってこの難局を乗り

越えて、住民の皆様に愛され、頼りにされる病院の役割を果たせるよう全力で取り組ん

でまいります。

３点目の美しく安全なまちを築くです。具体的には、自然環境・地域景観、生活環境、

地域情報基盤、防災、防犯・交通安全です。２０５０神河将来ビジョンのまち全体の目

指す姿は、変わらない風景を未来の世代に引き継ぐことです。

恵まれた美しい山、川、田畑の自然環境、そしてそこに住む人々の地域や生活など環

境の保全、活用を図ってまいります。

特に、神河町の８７％を占める山林の再生は不可欠です。森林が持つ経済的な価値、

近年の豪雨災害から地域を守る保水機能、そして野生動物の生息の場の保全であり、こ

の森林の恵みを改めて享受する仕組みづくりが、持続可能なまちづくり、住み続けられ

るまちづくりにつながっていくものです。引き続き２０５０神河将来ビジョンの核をな

す農林業の再生推進事業に取り組んでまいります。

次期ごみ処理施設の整備については、中播北部行政事務組合及び神崎郡３町が連携し、
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令和１０年度供用開始に向けて取り組んでまいります。

地球温暖化対策については、「クールチョイスなまち」宣言、「ゼロカーボンなま

ち」宣言、そして世界首長誓約の署名を通した取組を進めていきます。

近年顕在化している老朽化した危険な空き家等につきましては、空き家等実態調査に

よるデータを活用し、その対策に努めてまいります。

上下水道事業については、埼玉県八潮市で発生した事故などを踏まえ、上下水道管路

の老朽化対策、水道管路の耐震化の拡充が求められています。国においては、これらの

取組に対して、一般会計からの出資に対して財政措置が講じられることとなりました。

こうした背景も踏まえ、引き続き経営戦略に基づいた施設の管理運営に取り組んでいく

とともに、施設の効率化と維持管理コストの削減を目的とした施設の統廃合、長寿命化

に取り組んでまいります。また、料金対策については、事業の広域化に取り組むととも

に、財政負担の平準化を図ってまいります。

ＣＡＴＶ、高速インターネット環境につきましては、１０ギガ対応の設備更新を行う

とともに、ＣＡＴＶ事業の運営移行について検討してまいります。

消防・防災につきましては、近年多発している自然災害に備え、消防団、自主防災組

織の強化、防災士の確保など地域の防災力を高めるとともに、災害警戒態勢の強化を図

ってまいります。

また、消防署本署・出張所の移転建て替えについては、出張所は令和８年３月２日に

供用を開始いたしました。これにより消防機能が大きく強化されることを期待していま

す。本署の建設についても令和８年度本格化していく見込みで、完成に向け、関係機関

等と連携して進めてまいります。

防犯対策につきましては、防犯カメラの増設、録音機能付電話機など、犯罪の抑止・

防止策について引き続き実施していきます。

河川の環境整備については、引き続き県土木事務所と連携し、樹木再繁茂抑制対策工

事により解消を図ってまいります。

次に、「ハートが賑わうまちづくり」でございます。４つ目の人が行き交い、出会う

まちを創造する。具体的には、土地利用、道路・交通、交流、定住促進であります。

人口減少が続いている本町にとって、若者移住定住施策は非常に重要な施策です。

公営住宅の環境整備、若者世帯住宅補助、家賃、取得、リフォームなど、その内容を

検証しながら移住定住につながる効果的な施策を進めてまいります。

令和８年度は、住宅取得補助に空き家除却の補助を加えることとしています。内容は、

上限額１００万円とし、除却経費の３分の１を補助するものです。

個人財産の保護や経済活動をより促進させるため、町全域において地籍調査を継続し

て実施してまいります。その成果は、山林をはじめ土地利用における重要な基礎資料と

して、企業誘致など重要施策の推進に有効的に活用を図ってまいります。

公共交通につきましては、住民の移動手段であるコミュニティバス運営と併せて、予
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約により送迎を行うデマンド型交通への併用転換を進めていますが、思うように進捗し

ていないのが現状です。再度方向性を定め、早急な取組を進めてまいります。

ＪＲ播但線利用促進事業については、令和７年度は取組期間３年間の最終年度となり

ました。事業の検証の結果は、３年間で目標相当程度の利用促進につながっており、特

急、団体、遠距離通勤・通学補助制度を中心とした事業は効果があったと評価していま

す。引き続き事業を３年間延長し、第２期ＪＲ播但線利用促進事業と位置づけ、その取

組に努めてまいります。

道路インフラについては、町民生活の安全確保を重視し、過疎・辺地計画、道整備交

付金事業を中心に進めてまいります。

橋梁につきましては、長寿命化修繕計画に基づいて修繕工事を着実に実施してまいり

ます。

住民生活道路である町道の除雪につきましては、緊急時の出動への協力や連携の体制

整備を図り、凍結防止も含め、今後の積雪にしっかりと備えてまいります。

図書コミュニティ公園の運営管理については、町内外の多くの方に御利用いただける

よう様々な工夫を考え、多世代が集える施設に育ててまいります。

５つ目、魅力と活力の産業を育てるです。農林水産業、商工業、観光でございます。

２０５０神河将来ビジョンのまち全体の目指す姿、変わらない風景を未来の世代に引

き継ぐため、本町の豊かな自然や地域資源を生かした農林業、商工業の連携による魅力

と活力のある産業の創造に向けて取り組んでまいります。

仕事づくりにつきましては、起業や創業に対しての支援、企業誘致の推進による働き

場所の確保に引き続き取り組んでまいります。

企業誘致については、地域活性化起業人事業を拡充し、成果の見える化に取り組んで

いきます。

農業につきましては、町農業委員会、地域農業再生協議会と協調し、農地の適切な利

用と持続的な土地利用を推進してまいります。

また、新規就農者、農業経営法人化への支援、有機農業も含め、安全で良質な農産物

の生産拡大並びに農地保全の取組を引き続き進めてまいります。

有害鳥獣対策では、猿、鹿、イノシシの捕獲対策の一層の強化を図るとともに、頻繁

に出没するツキノワグマに対する啓発等の対策に努めてまいります。

林業の活性化と再生につきましては、森林管理１００％事業による計画的な搬出間伐

と作業道開設とともに、森林環境譲与税の財源を活用し、間伐や搬出等の森林施業に対

する町独自の補助事業を拡充しながら一体的に森林整備を実施してまいります。

山林の再生については、山の再生保全・活用の具体的取組を計画的、継続的に進めて

いきます。また、地産地消と地域資源の経済循環の仕組みづくりを引き続き研究、検討

してまいります。

水産業の活性化と再生につきましては、漁業組合や漁業者、ＮＰＯ団体等が行う新た
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な取組への支援を行うとともに、関係者と連携しながら一体的に推進してまいります。

観光振興については、四季を通した魅力あふれる神河町を町内外へＰＲ・発信してい

きながら、観光交流人口からの経済循環を目標に、観光協会、観光施設指定管理者、行

政、そして関係する事業者と連携しながら引き続き取り組み、より魅力ある観光地・施

設として町内外に発信してまいります。

次に、「ハートが繋がるまちづくり」でございます。そして６点目の安定した持続可

能なまちを実現するでございますが、具体的には、人権、住民参画、コミュニティ、行

財政でございます。

「人権尊重のまち」宣言を基本に、全ての人が幸せになるために、神河町部落差別の

解消の推進に関する条例に基づき、引き続き毎月１１日は「人権を確かめる日」の啓発、

ＰＲ活動を推進し、誰もが人として尊重されるまちづくりに取り組んでまいります。

まちづくりの基本的な指針であり、行政運営における最上位の計画である第２次神河

町長期総合計画後期基本計画について、その進捗の検証を通し、町民の皆様との協働の

下、「ハートがふれあう住民自治のまち～大好き！私たちの町 かみかわ～」の実現に

取り組んでまいります。

町有財産の管理については、財産台帳、重要備品台帳の整備等を通し、適正な管理に

努めてまいります。

情報発信につきましては、町広報、町ホームページやＳＮＳなど様々なツールを活用

した情報発信の充実を図るとともに、町民の皆様の生活に有用な情報提供に努めてまい

ります。

町民の皆様から納付いただいております町税につきましては、的確な課税客体の把握

により公平公正な課税に努めるとともに、特別徴収月間での徴収強化の取組による徴収

率のアップを引き続き目指してまいります。

マイナンバーカードの普及率の向上についても、引き続き町民の皆様の取得促進に力

を注いでまいります。

ふるさとづくり応援寄附金につきましては、貴重な自主財源であることから、より一

層の普及とＰＲを行い、返礼品を充実しながら積極的に取り組んでまいります。また、

企業版ふるさと納税寄附金についても、引き続きルールに基づき適切な運用に努めると

ともに、多くの企業に賛同いただけるプロジェクト事業を展開してまいります。

人材育成、組織力の向上については、神河町の将来と住民の視点を第一に、住民目線

で考える職員を育てていきます。そのために必要な研修は、その時々に応じタイムリー

に確保、提供しながら、職員一人一人の能力向上や育成、モチベーションアップを図る

とともに、組織力の向上につなげてまいります。また、中堅・若手職員による課題解決

プロジェクト、神河みらい創造プロジェクトチームは引き続き存続し、新たな課題設定

の中でこれからの神河町について議論を深めてまいります。

最後に、町財政についてでございます。
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人口減少と少子高齢化、社会保障費の増大、普通交付税など国の制度に依存した財政

構造、そして公共施設やインフラの一斉更新、病院・上下水道経営の深刻化などが要因

し、財政運営を大きく圧迫しています。定型句のような厳しい財政状況という局面は超

えて、自治体経営の持続可能性が問われています。改めて、全ての事業への対応から、

事業の優先化、廃止、見直しの選択と集中に誠実に取り組んでまいります。

以上、所信表明とさせていただきますが、加えて、令和８年度の予算に関連して、令

和９年度から神河町ケーブルテレビ事業につきまして大きな転換として、これまでの指

定管理者制度から、姫路ケーブルテレビとのＩＲＵ契約に基づく運営に移行する方針に

ついて報告を申し上げます。

神河町のケーブルテレビ事業は、平成３１年３月に全町域に光回線を整備、同年４月

から指定管理者制度を導入し、高度化するシステム保守などをカバーしながら神河町の

情報発信を行ってきました。近年では、テレビ事業よりインターネット事業の需要が高

まり、令和５年３月には上位回線を２ギガにするなど、インターネット環境の改善にも

取り組んできたところです。

しかしながら、近年の物価高、人件費の高騰を受けて指定管理料は増大する一方、テ

レビ離れもあり、コミュニティチャンネルの視聴は低迷しております。また、コロナ禍

を経験し、人と人の接触が難しくなったことから一挙にデジタル化が進み、全てのもの

がインターネットでつながる社会がつくられ、インターネット環境のさらなる充実が求

められています。

また、神河町が抱える少子高齢化、人口減少に歯止めをかけるためにも、働く場の提

供として、企業誘致、新たな働き方としてテレワークができる環境づくりが移住定住に

もつながることから、インターネットの高速化は喫緊の課題であります。この課題に真

摯に向き合い、持続可能な神河町ケーブルテレビ事業を推進していくため、テレビ事業

は現状と変わらないサービスの提供、インターネットについては、１０ギガサービスを

提供できる姫路ケーブルテレビとＩＲＵ契約に基づく運営が最適と判断させていただき、

令和８年度には移行に向けた準備に入っていきます。

しかしながら、必要経費の増大は避けられないことから、インターネット料金の引上

げと、令和８年度末をもって「まちかどウィークリー」を廃止し、令和９年度からは文

字放送を中心としたチャンネルに、夏祭りや運動会などの特別放送番組を加えたコミュ

ニティチャンネルに生まれ変わります。ただし、姫路ケーブルテレビのひめチャンを視

聴できるように改善も図り、播磨地域の情報番組の提供も計画してまいります。

以上のとおり、令和９年度からの事業移行は、単なる経費削減ではなく、将来にわた

り安定した情報基盤を確保するための構造改革であります。また、安全・安心のまちづ

くりを推進するためには、防災・生活情報の確実な提供と高速通信環境の整備を両立さ

せることが、神河町の行政サービスで重要な位置を占めると認識しております。

今後は、住民説明会の開催、設備整備等を計画的に進め、円滑な移行に努めてまいり
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ます。議員各位におかれましては、本方針の趣旨を御理解いただき、格段の御協力を賜

りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。

次に、第２３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、令和８年度神河町一般会計予算で、地方自治法第２１１条第１項の規定に

よりまして議会に提出するものでございます。

予算書の２ページを御覧ください。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１１

億円と定め、その歳入歳出予算の款項の区分、金額は、第１表、歳入歳出予算によると

定めております。前年度当初予算と比較して⒐６％増、額にして９億９００万円の増

額でございます。

続きまして、歳入でございます。

１３ページをお願いいたします。１款町税は、１８億３１１万０００円で、対前

年度比３％、５３５万０００円の減額でございます。

２款から９款までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は、前年度

決算見込みを基本に、地方財政計画、そして県の配分見込みによりそれぞれ計上してお

ります。

１０款地方交付税は、３８億０００万円で、対前年度比⒋９％、１億０００万円

の増額でございます。

１１款交通安全対策特別交付金は、１６０万円で、前年度と同額でございます。

１２款分担金及び負担金は、１８８万０００円で、対前年度比１⒉７％、４６５

万０００円の減額でございます。

１３款使用料及び手数料は、１億３２１万円で、対前年度比⒈３％、２０１万０

００円の減額でございます。

１４款国庫支出金は、７億１１５万０００円で、対前年度比１⒍８％、１億８１

０万０００円の増額でございます。

１５款県支出金は、７億８２４万０００円で、対前年度比７％、７８３万０

００円の増額でございます。

１６款財産収入は、３４２万０００円で、対前年度比３⒌１％、１２７万円の

増額でございます。

１７款寄附金は、５００万０００円で、対前年度比１⒊３％、０００万円の増

額でございます。

１８款繰入金は、１０億６４５万０００円で、対前年度比８⒎８％、４億４５

５万０００円の増額でございます。

１９款繰越金は、０００万円で、前年度と同額でございます。

２０款諸収入は、１億６７５万０００円で、対前年度比７⒍６％、５億００４

万０００円の減額でございます。

２１款町債は、１８億１２０万円で、対前年度比５⒐８％、６億５２０万円の増
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額でございます。

続いて、歳出でございます。

１４ページをお願いいたします。１款議会費は、５１３万０００円で、対前年度

比⒋８％、４３６万０００円の増額でございます。

２款総務費は、１７億１７４万０００円で、対前年度比１⒊１％、２億６２７万

円の増額でございます。

３款民生費は、１７億１５８万０００円で、対前年度比⒐７％、１億３０８万

０００円の増額でございます。

４款衛生費は、２１億４１７万０００円で、対前年度比１⒐１％、３億５７１

万０００円の増額でございます。

５款農林水産業費は、７億７４１万０００円で、対前年度比１⒊１％、０２４

万０００円の増額でございます。

６款商工費は、５億３２９万０００円で、対前年度比６⒌９％、１億９９０万円

の増額でございます。

７款土木費は、５億８１３万０００円で、対前年度比０％、１１万０００円の

減額でございます。

８款消防費は、５億３９２万０００円で、対前年度比４⒈４％、４億９８３万

０００円の減額でございます。

９款教育費は、１４億１０８万０００円で、対前年度比３４％、３億５２４

万０００円の増額でございます。

１０款公債費は、１３億３５１万０００円で、対前年度比⒊３％、４１３万

０００円の増額でございます。

１２款予備費は、０００万円で、前年度と同額でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろし

く御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

黒田総務課財政特命参事兼病院改革推進室長。

○総務課参事兼財政特命参事兼病院改革推進室長（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でござ

います。それでは、第２３号議案、令和８年度神河町一般会計予算につきまして、詳細

につきまして御説明を申し上げます。

まずは１０ページをお開きください。１０ページは、第２表の債務負担行為でござい

ます。１、社会教育施設解体他工事請負費は、神崎公民館、体育センターの解体及び防

災公園の整備に係るものでございます。期間につきましては令和８年度から令和９年度

まで、限度額については６億４５０万円と定めてございます。

続いて、２、社会教育施設解体他工事設計監理委託料でございます。神崎公民館、体
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育センターの解体及び防災公園の整備に係る設計監理委託料でございます。期間につき

ましては令和８年度から令和９年度まで、限度額につきましては２８０万円と定めて

ございます。

続いて、３、神河町史作成業務委託料でございます。期間につきましては令和８年度

から令和９年度まで、限度額につきましては８５０万０００円でございます。

続いて、次のページの１１ページをお願いをいたします。第３表の地方債となります。

１、過疎地域持続的発展特別事業でございます。限度額につきましては４２０万円で、

寄附講座の設置など公立神崎総合病院の支援、また、長谷駅利用促進事業等に係るもの

でございます。過疎債のソフト事業分ということです。

２、病院医療機器整備事業でございます。限度額は６２０万円で、医療機器の整備

に係るものでございます。過疎債のハード事業分を発行しまして病院へ出資金として支

出をするものでございます。

３、クリーンセンター整備負担金事業でございます。限度額は５億９２０万円で、

次期ごみ処理施設建設負担金に対するものです。起債につきましては過疎債でございま

す。

４、広域基幹林道開設事業でございます。限度額は３５０万円でございます。千ケ

峰・三国岳線工事負担金に対するものでございます。起債の種類につきましては公共事

業債でございます。

５、観光施設整備事業でございます。限度額は２億３００万円で、峰山宿泊施設の

浄化槽の更新及びヨーデルの森長寿命化改良工事に係るものでございます。起債の種類

につきましては過疎債でございます。

６、地方創生道整備推進交付金事業でございます。限度額につきましては５１０万

円で、道整備交付金事業、これは野村沢線、流田線になりますが、これらに係るもので、

起債の種類については公共事業債ということでございます。

７、道路整備事業でございます。限度額は１億８４０万円で、町単独町道改良事業、

道路橋梁維持改良事業に係るものでございます。辺地債及び過疎債でございます。

続いて、８、橋梁整備事業でございます。限度額は８００万円で、道路メンテナン

ス事業に係るものでございます。過疎債です。

９、急傾斜地崩壊対策事業でございます。限度額は８１０万円で、急傾斜地崩壊対策

事業負担金に係るものです。公共事業債でございます。

１０、消防施設整備事業でございます。限度額は３億２９０万円で、中播消防署移転

建て替え整備等に係るものでございます。起債につきましては、一般単独債及び緊急防

災・減災事業債でございます。

続いて、１１、社会教育施設解体事業でございます。限度額は４億２６０万円で、神

崎公民館、体育センター解体に係るものでございます。起債の種類につきましては緊急

防災・減災事業債でございます。
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以上、起債の限度額の合計を１８億１２０万円と定めるものでございます。

第３表の説明は終わらせていただきます。

続いて、歳入歳出予算事項別明細書により御説明を申し上げます。

１５ページをお願いをいたします。１５ページ以降は歳入でございます。主な項目を

中心に御説明を申し上げたいと思います。

まず、１款町税、１項町民税、１目個人町民税でございます。４億８５４万００

０円、対前年度比６３１万０００円の増額でございます。現年課税分は４億４２９

万０００円で、滞納繰越分は４２５万０００円となってございます。滞納分の徴収

の伸びを若干見込んで計上したところでございます。

２目法人町民税でございます。１７７万０００円で、対前年度比４５万０００

円の増額計上です。現年課税分は１５４万０００円で、滞納繰越分につきましては

２３万０００円の計上になります。法人町民税につきましては、資本金１億円を超え

る企業については減少傾向でございますが、０００万円以下のいわゆる１号法人が増

えてるような傾向にございます。

１項町民税の合計ですが、５億３２万０００円で、対前年度比６７７万円の増額計

上となってございます。

続いて、２項固定資産税、１目固定資産税でございます。１２億２６０万０００

円で、対前年度比１１９万０００円の減額でございます。現年課税分は１１億４

５８万円、滞納繰越分は８０２万０００円でございます。大河内発電所の償却資産

でございますが、５億２６８万円の計上としております。これの対前年度比にしますと

３６０万０００円の減額ということになります。

２項固定資産税の合計でございますが、１２億３７６万０００円で、対前年度比

１１９万０００円の減額の計上となっております。

３項軽自動車税、１目軽自動車税でございます。５６７万０００円で、対前年度

比は３６万０００円の増額です。現年課税分５１７万円、滞納繰越分５０万００

０円の計上となっております。なお、環境性能割につきましては、米国の関税、いわゆ

るトランプ関税の影響緩和等によりまして廃目となります。対前年度比は２５９万円の

減額でございます。

３項軽自動車税の合計は５６７万０００円で、対前年度比２２２万０００円の

減額計上でございます。

４項町たばこ税は２９７万０００円、令和８年度の税制改正による増加、課税本

数４万２２７本を見込んでございます。対前年度比で１１９万０００円の増額の計

上でございます。

続いて、１６ページ、２款地方譲与税から１７ページの９款地方特例交付金につきま

しては、令和７年度の決算見込み、地方財政計画及び県の交付見込みを勘案いたしまし

て計上をしております。なお、９款地方特例交付金、２項軽自動車税減収補填特例交付
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金については、従来の環境性能割交付金を７００万円、また、軽自動車税の環境性能

割の廃止に伴う減収補填分３００万円、合わせまして０００万円を計上しております。

続いて、地方交付税でございます。普通交付税は３３億０００万円、特別交付税５

億０００万円の計上でございます。普通交付税は、国が作成します地方財政計画など

を踏まえまして、給与改定や委託料など物価上昇分を反映をいたしております。また、

標準準拠システム、ガバメントクラウド移行経費など、個別算定、また、包括算定経費

に的確に見込んだところでございます。

１０款地方交付税は３８億０００万円、対前年度比で１億０００万円の増額でご

ざいます。

続いて、１８ページをお願いをいたします。１２款分担金及び負担金、１項分担金、

３目土木費分担金でございます。４５４万０００円は、各区からの受益者分担金と道

整備事業に係る市川町からの事業費分担金を計上いたしてございます。

１項分担金の合計ですが、５１８万０００円で、対前年度比２８６万０００円の

増額でございます。

２項負担金、１目総務費負担金は、被災地復旧復興中長期職員派遣人件費負担金で、

４５８万０００円の計上でございます。

続いて、２目の民生費負担金ですが、２３６万０００円の計上で、保育所運営費

負担金など９９４万０００円、老人福祉施設入所者費用徴収金２４２万０００円の

計上となっています。

続いて、３目の衛生費負担金でございます。９７４万０００円でございます。中播

北部行政事務組合職員人件費負担金として９３８万０００円などを計上いたしてござ

います。

２項負担金の合計ですが、６６９万０００円で、対前年度比７５２万０００円

の減額となっております。

続いて、１３款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料でございます。１

８７万０００円で、ケーブルテレビの利用料につきましては１４９万０００円と

なります。

続いて、次のページ、１９ページになりますが、１９ページ、２目土木使用料でござ

います。２０３万０００円で、町営住宅等の使用料が７０３万０００円、道路

占用料は０００万円、町営駐車場の使用料４８３万円などの計上をしております。

３目の教育使用料ですが、３１１万０００円で、学童保育クラブ施設使用料６２

８万円、町民温水プール使用料は４６２万０００円などを計上いたしてございます。

１項使用料の合計でございます。１億７０２万０００円で、対前年度比１６３万

０００円の減額の計上でございます。

２項手数料、１目総務手数料は、４９０万円で、徴税手数料、２０ページ、戸籍住民

基本台帳手数料などです。
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２目衛生手数料は、１１７万０００円で、し尿汲取手数料、犬の登録手数料などの

計上でございます。４目土木手数料は、１１万０００円で、屋外広告物許可手数料、

建築確認調査手数料などを計上しております。

２項手数料の合計でございますが、６１８万０００円で、対前年度比３８万００

０円の減額の計上でございます。

続いて、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でございます。

４億９０９万０００円で、私立保育所運営費負担金１億２２４万０００円、国民

健康保険基盤安定負担金１２４万０００円、心身障害者福祉費負担金２億８６９

万円、児童手当交付金１億３１１万０００円。２１ページになります。介護保険低

所得者保険料軽減負担金５５８万０００円、子育てのための施設等利用給付交付金３

０７万０００円、こども誰でも通園制度の乳児等のための支援給付交付金５１３万

０００円の計上でございます。

２目衛生費国庫負担金でございます。７８万０００円で、１名の方の新型コロナウ

イルス予防接種健康被害給付費負担金６５万０００円などの計上をしております。

１項国庫負担金の合計でございますが、４億９８７万０００円で、対前年度比

６４０万０００円の増額計上となります。

続いて、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金でございます。９１２万円で、個

人番号カード交付事務費補助金４６４万０００円、地域経済循環交付金５４４万

０００円、この交付金につきましては、地域活性化起業人のＡｌｂａＬｉｎｋ様が取り

組まれます空き家の再生事業に充当する交付金でございます。続いて、物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金ですが、９０３万円で、学校給食費の無償化などに充当を

いたします。

２目民生費国庫補助金は、３０２万０００円で、地域生活支援事業補助金７０５

万０００円、子ども・子育て支援交付金など児童福祉費補助金が５６２万０００

円の計上となっています。

３目の衛生費国庫補助金は、４８６万０００円で、こども家庭センター事業に係

る交付金は９７５万０００円などの計上でございます。

続いて、２２ページをお願いをいたします。４目土木費国庫補助金でございます。１

億０７３万０００円で、道整備事業交付金９００万円、道路メンテナンス事業費

補助金２９６万０００円、社会資本整備総合交付金など住宅費補助金８７７万０

００円の計上でございます。

５目消防費国庫補助金８８万円は、社会資本整備総合交付金（効果促進事業分）で、

災害ハザードマップの更新等に充当いたします。

６目教育費国庫補助金でございます。８８０万０００円で、中学校のＬＥＤ化改

良に対する学校施設環境改善交付金５７４万円、その他、特別支援学級就学援助費補

助金、部活動の地域展開・地域クラブ活動推進事業補助金、埋蔵文化財緊急発掘調査費
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補助金などの計上をいたしてございます。

２項国庫補助金の合計でございます。２億７４４万０００円で、対前年度比９

５３万０００円の増額計上としております。

○議長（澤田 俊一君） 黒田財政特命参事、一旦ここで止めてください。

詳細説明の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。再開を１０時４０分といたしま

す。

午前１０時２０分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

休憩前に続いて、第２３号議案、令和８年度神河町一般会計予算について詳細説明を

求めます。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事兼病院改革推進室長（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でござ

います。そうしましたら、引き続きになりますが、御説明のほう申し上げたいと思いま

す。

ページのほうは２３ページになります。１５款県支出金、１項県負担金、１目総務費

県負担金でございます。３５４万０００円で、移譲事務市町交付金を計上しておりま

す。

２目民生費県負担金でございます。２億１３０万０００円で、私立保育所運営費

負担金０５７万０００円、国民健康保険基盤安定負担金３６９万０００円、心

身障害者福祉費負担金１億４３４万０００円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金

０７６万０００円、児童手当交付金６７４万０００円、介護保険低所得者保険

料軽減負担金２７９万０００円、子育てのための施設等利用給付費負担金１５３万

０００円、乳児等のための支援給付交付金８５万０００円でございます。

１項県負担金の合計につきましては、２億４９１万円で、対前年度比７３９万

０００円の増額計上としております。

２項県補助金、１目総務費県補助金でございます。７９８万０００円で、市町振

興支援交付金７０２万０００円、躍動する兵庫応援事業補助金２３０万円で、これ

につきましては、ＪＲ播但線利用促進、自治協議会設置運営、小・中学校の入学支援金、

中学生の自転車購入費などに充当をいたします。続いて、電源立地地域対策交付金事業

補助金８６５万０００円を計上いたしております。

続いて、２目民生費県補助金でございます。２４７万０００円で、民生児童委員

活動費用弁償補助金２３５万０００円。２４ページです。地域生活支援事業補助金３

５３万円、人生いきいき住宅事業補助金２００万円など社会福祉費補助金は９２８万

０００円の計上です。老人クラブ助成事業補助金１３５万０００円など老人福祉費補
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助金は２４６万０００円の計上です。医療助成費補助金は２８６万０００円、子

ども・子育て支援交付金など児童福祉費補助金は７８５万０００円の計上です。

続いて、２５ページになります。３目衛生費県補助金でございます。９９６万００

０円で、健康増進事業補助金１２２万０００円、へき地診療所運営費補助金２５８万

０００円、こども家庭センター事業交付金２４３万０００円、住宅用太陽光発電設

備導入支援事業補助金２９２万０００円などの計上となっております。

４目農林業費県補助金は、２億８５１万０００円で、中山間地域等直接支払交付

金０４６万０００円、地籍調査事業補助金１億５５８万０００円、多面的機能

支払交付金４７４万０００円。２６ページになります。林業関係で緊急防災林整備

事業補助金２８２万０００円などの計上です。

５目商工費県補助金は、峰山新宿泊施設起債償還補助金１６９万０００円です。償

還の終了年度なんですが、令和１４年度となっております。

７目教育費県補助金は、１５８万０００円で、小学校費補助金２８９万０００

円、中学校費補助金３１４万０００円、社会教育費補助金１１６万０００円、給食

費負担軽減交付金４３６万０００円で、小学校が対象となります。児童１人当たり

月額２００円を基準に交付されるものです。対象児童の数については４２６人を見込

んでございます。

２項県補助金の合計ですが、３億４７７万円で、対前年度比８５７万０００円

の増額計上となっております。

続いて、２７ページ、３項県委託金、３目農林業費県委託金は、８１２万０００

円で、地籍調査事業委託金４６７万０００円などの計上です。

４目商工費県委託金は、６５６万０００円で、砥峰高原自然交流館管理運営委託金

を計上しております。

５目土木費県委託金は、５１９万０００円で、河川クリーン作戦事業委託金として

５００万円などの計上です。

３項県委託金の合計は、８５６万０００円で、対前年度比８１３万円の減額の

計上となります。

１６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金でございます。４４２万

０００円で、財政調整基金をはじめとした基金の利子収入でございます。

続いて、２８ページ、２目財産貸付収入７９９万０００円で、町有財産である土

地、建物等の貸付収入でございます。光ケーブル等貸付収入は０００万０００円、

貸し工場の貸付収入は４５０万円で、公債費の償還に充当するものでございます。償還

の終了年度ですが、令和１４年度までということでございます。

１項財産運用収入の合計は、２４２万円で、対前年度比１２６万０００円の増

額計上です。

１７款寄附金、１項寄附金は、５００万０００円で、神河ふるさとづくり応援寄
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附金は０００万円の計上、また、神河まち・ひと・しごと創生寄附金は５００万円な

どを計上しております。対前年度比で０００万円の増額計上となっております。

続いて、２９ページ、１８款繰入金、１項他会計繰入金は、４４２万０００円で、

対前年度比５８１万０００円の増額計上です。特別会計からの繰入れでございます。

２項基金繰入金は、公共施設維持管理基金繰入金１億０４５万０００円、神河ふ

るさとづくり応援基金繰入金１億円、財政調整基金繰入金３億２００万円、まちづく

り基金繰入金２億５５７万円、森林環境譲与税基金繰入金４００万０００円、町債

管理基金繰入金９５１万０００円、企業版ふるさと納税基金繰入金７５０万円、

３０ページです。ケーブルテレビネットワーク施設維持管理基金繰入金１億０００万

円などの計上となっております。

２項基金繰入金の合計ですが、１０億２０２万０００円で、対前年度比４億８

７３万円の増額の計上となっております。

１９款繰越金０００万円は、前年度の繰越金を計上しております。

３１ページです。２０款諸収入、５項雑入につきましては、これまで説明をしてきま

した歳入科目に含まれない収入を計上しております。

市町村振興交付金、宝くじの交付金になりますが、４８２万０００円の計上でご

ざいます。

消防団員退職報償金等受入金は６０７万０００円です。

学校給食事業収入は、８１０万０００円。３２ページです。後期高齢者医療広域連

合健診補助金８４３万０００円、コミュニティ助成事業助成金６７０万円。３３ペー

ジです。指定管理者からの峰山高原スキー場施設使用料は０００万円です。観光施設

維持管理負担金は６５２万円、県互助会安全・安心のまちづくり事業助成金は３００

万円。３４ページです。中播消防署建設負担金３万０００円の計上です。これは北部

出張所の建物共済災害保険料で、福崎町、市川町から頂く負担金を計上しております。

５項雑入の合計は、１億２８８万０００円で、対前年度比５億０１４万００

０円の減額計上となります。

２１款の町債につきましては、第３表の地方債で御説明をしたとおりでございます。

以上で歳入の説明につきましては終わらせていただきます。

引き続きまして、３５ページからは歳出でございます。拡張事業など主なものを中心

に説明をいたします。また、タブレット予算説明資料につきましては５０ページから１

１１ページになります。財源内訳表と併せて御覧をいただきたいと思います。

まず、人件費につきまして少し触れたいと思います。人件費の関係では、人事院勧告

による給与改定などで人件費総額につきましては１５億５５８万０００円となり、

対前年度比では６７４万円の増額となっております。さらに、物価高、民間の人件費

の上昇もございまして、委託料を中心に歳出経費が増嵩しています。

それでは、科目ごとに説明をいたします。
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まず、１款議会費です。５１３万０００円で、対前年度比４３６万０００円の

増額です。

３６ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、６億８０２万０

００円の計上です。この費目では、総務管理の経常的な経費を中心に予算計上したとこ

ろです。地方公共団体情報システム標準化などが完了いたしまして、対前年度比１億

４９０万０００円の減額計上となっております。

主なものを申し上げます。

３８ページになります。システムの更新委託料７５６万０００円の計上で、総合

コンピューター基幹系のシステムの更新経費などを計上してます。

３９ページです。システム標準化に伴いますガバメントクラウド利用料５３５万

０００円の計上になります。

続いて、次のページの４０ページです。神戸大学寄附講座ですが、令和９年度までと

し、３００万円、神戸大学医学研究科、腎泌尿器科、先端医療技術開発寄附金も令和

９年度までとし、０００万円の計上となっております。

２目の文書管理費は、３６３万０００円の計上です。

３目の会計管理費は、６３２万０００円の計上です。

続いて、４１ページ、４目財産管理費は、２億７５９万０００円の計上です。修繕

料で３２２万０００円を計上しておりますが、庁用車の管理経費、それから庁舎の

電気室高圧機器の更新などの経費を計上いたしております。

４２ページ、借上バス運行委託料ですが、人件費、燃料費の上昇もございまして３

４２万円の計上でございます。次に、庁舎等施設改善工事請負費９７０万０００円の

計上ですが、支庁舎の空調機器の更新工事の経費を計上しております。

４３ページ、神河ふるさとづくり応援基金積立金は、０００万円の計上です。

５目交通対策費は１億６３０万０００円で、コミュニティバスの運行委託料は１

億８７０万円の計上でございます。ＪＲ播但線利用促進事業では、ＪＲ長谷駅駐輪場

の改修に２２０万円、進入道路の舗装修繕に３５０万円、４４ページ、躍動する兵庫

応援事業補助金を活用しまして、特急はまかぜ利用促進補助金に８１万０００円、Ｊ

Ｒ播但線利用促進補助金４８４万０００円、ＪＲ遠距離通勤・通学等補助金４９８万

円の計上でございます。

６目の企画費は、１億０１６万０００円の計上です。

４５ページになります。地域活性化起業人推進事業を拡充をいたしまして、委託料で

すが、３００万円、負担金、次のページに負担金がありますが、５９１万０００円

の計上となっております。人材派遣型が１社、副業型が７社を予定、また、委託型の地

域おこし協力隊２名、６次産業化と木工芸の関係ということで予定をし、その経費を

１００万円を計上、また、地域活性化起業人負担金５９１万０００円は、クラウドフ

ァンディング型ふるさと納税関係の人材派遣１名を予定をしております。続いて、中村
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ドリームホール太陽光のパネル撤去工事に０２４万０００円を計上しております。

次のページ、４６ページです。負担金、補助及び交付金で、地域活性化起業人の、正

確に申し上げますと、ＡｌｂａＬｉｎｋは活性化起業人の予定ではありますが、今は協

定の企業ということになりますが、ＡｌｂａＬｉｎｋの空き家活用事業に地域経済循環

交付金３１６万０００円の計上でございます。創業促進事業補助金６００万円、コ

ミュニティ助成事業助成金６７０万円で、対象地区が新野区、中村区、新田区への助成

でございます。続いて、地域自治協議会地域づくり交付金４５０万円などの計上でご

ざいます。

７目のＣＡＴＶ管理運営費は、３億４１７万０００円で、高速インターネット１

０ギガ対応に向けた設備システム更新を予定をしております。この経費に２億１４４

万０００円、また、指定管理料は１億２５６万円などの経費を計上いたしてござい

ます。

４７ページ、１項総務管理費の合計でございます。１６億２２３万０００円、対

前年度比２億８８９万０００円の増額計上となります。

続いて、２項徴税費、１目税務総務費は２５４万０００円、４８ページ、土地評

価総合計画等業務委託料９３７万０００円、標準地鑑定評価業務委託料１７１万０

００円、家屋評価システム導入委託料３３３万０００円などの計上です。

２目賦課徴収費は、６０１万０００円の計上です。

４９ページ、２項徴税費の合計ですが、８５５万０００円で、対前年度比６２０

万０００円の減額計上です。

続いて、５０ページ、３項戸籍住民基本台帳費は、６５２万０００円で、対前年

度比は７４万０００円の減額です。戸籍法、住民基本台帳法に基づきます事務処理に

係る経費、住民票などの交付に係る経費、経常的な経費の計上となっております。

４項選挙費は、選挙管理委員会費は０６０万０００円、町議会議員選挙費１８

９万０００円の計上、５２ページ、合計で２５０万０００円、対前年度比１９６

万円の減額計上です。

５項統計調査費は、９９万０００円で、対前年度比は３７８万０００円の減額で

す。

６項監査委員費は、９３万円で、対前年度比は７万０００円の増額です。

５３ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は４億６１１万

０００円で、委員謝礼３６万０００円は、民生児童協力委員７３名、１人当たり０

００円の謝礼、民生児童委員費用弁償４７１万０００円、５４ページ、町社会福祉協

議会補助金４５４万０００円の計上でございます。また、防犯カメラの設置補助金

として４８万円、特殊詐欺等被害防止対策事業補助金４０万円、５５ページ、国保・介

護保険への繰出金３億０４１万円などを計上しております。

２目老人福祉費は、９７２万０００円で、老人クラブ活動補助金３２４万円、広
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域シルバー人材センター負担金４５５万０００円、５６ページ、老人保護措置費４

９０万０００円などの計上です。

３目心身障害者福祉費は、４億５６９万０００円で、障害者総合支援法に基づく

障害福祉サービス利用時の介護給付費などの計上です。

５８ページ、４目医療助成費は、３４３万０００円で、高齢期移行者、重度障害

者、乳幼児、高齢障害者に係る医療助成金と事務費を計上しております。

５９ページ、５目国民年金事務費は、７７０万０００円の計上です。

６目の民生化推進費は、１７１万０００円の計上です。

７目後期高齢者医療費は、２億０８８万０００円で、兵庫県後期高齢者医療広域

連合への療養給付費の負担金、町が設置している後期高齢者医療事業特別会計への繰出

金などの計上でございます。

１項の社会福祉費の合計は、１３億５２６万０００円で、障害者介護給付費の大

幅な増加もありまして対前年度比は１億２７３万０００円の増額計上となります。

６０ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、６４２万０００円で、縁結

び事業委託料１０４万０００円、結婚新生活支援事業補助金１０５万円、こどもを健

やかに生み育てる支援金３１０万円などの計上でございます。

２目児童措置費は、１億６７１万０００円で、児童手当につきましては１億６

６０万０００円などの計上となっております。

３目保育所費は、２億３１７万０００円、６１ページ、私立保育所運営費委託料

１億８５１万０００円、私立施設型給付費負担金１４３万０００円、保育所等

副食費補助金３０９万０００円、そして国の重点支援地方交付金を活用し、保育所等

の保護者の負担軽減を図るため、給食費の全額を支援をいたします児童福祉施設給食費

等補助金が２２３万０００円の計上となります。

２項児童福祉費の合計は、４億６３１万０００円で、対前年度比は９６５万００

０円の減額計上です。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費は、７億５１７万０００円の

計上です。６２ページ、病院関係では、公立神崎総合病院事業会計補助金２億７００

万円、６３ページ、物価高騰対策支援補助金３００万円、そして出資金として１億

８２０万円を計上しております。また、新規の事業になりますが、医師のＵターン促進

事業支援金として２００万円を計上いたしてございます。

戻って６２ページですが、水道事業会計補助金につきましては１億０４３万００

０円、６３ページ、ケアステーション事業特別会計、訪問看護事業特別会計への繰出金

は３３０万０００円の計上となります。

２目健康づくり対策費は３３７万０００円で、医薬材料費は０３１万０００

円、予防接種等の委託料が６２６万０００円です。６４ページ、扶助費の骨髄等移

植ドナー支援事業助成金６万円、これは新規の事業になります。
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３目母子衛生費は、２１４万０００円の計上です。６５ページ、妊婦健診委託料

３３８万０００円、妊婦のための支援給付交付金３００万円などの計上です。また、

新規の事業として、妊活カップル応援事業助成金７０万円の計上です。この事業につき

ましては、不妊治療を後押しし、応援をするもので、不妊検査に３万円、治療に８万円、

それぞれ上限回数を定めまして助成をさせていただくものでございます。

続いて、６６ページ、４目保健衛生施設管理費は３９０万０００円の計上です。

５目診療所費は５０６万０００円で、川上及び上小田診療所の開設に係る運営費、

郡医師会で実施をしています休日の在宅当番医制事業への負担金、救急救命センターの

運営負担金などを計上してます。

１項保健衛生費の合計は、８億９６５万０００円で、対前年度比は６２５万０

００円の減額計上となります。

２項環境衛生費、１目環境衛生費は、６５０万円の計上です。６８ページ、中播北

部行政事務組合負担金、火葬場分になりますが、０９８万０００円、自家消費型住

宅用太陽光発電設備等導入補助金２９２万０００円などの計上でございます。

２項環境衛生費の合計は、７３２万０００円で、対前年度比は２２万０００円

の増額計上になります。

３項清掃費、１目ごみ処理費は、８億２５３万０００円で、対前年度比４億８３

万０００円の大幅な増額計上となっております。中播北部行政事務組合負担金、運営

分になりますが、２億７９３万０００円、６９ページ、次期ごみ処理施設建設負担

金は６億２１０万０００円の計上です。

２目し尿処理費は３億４６６万０００円の計上です。中播衛生センターの運営負

担金４６３万０００円、下水道事業会計補助金２億９０８万０００円などの計

上となっております。

３項清掃費の合計は、１２億７１９万０００円で、対前年度比は４億１７３万

０００円の増額です。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費は１４６万０００円で、農業

委員会の管理運営経費を計上しております。

７０ページ、２目農業総務費は５２４万０００円で、人件費等、管理運営に係る

経常経費の計上です。

７１ページ、３目農業振興費は１億６６９万０００円で、食べ盛り応援神河米事

業は食糧費など２１０万０００円の計上となります。７２ページ、中山間地域等直

接支払交付金３９４万０００円、農業機械施設整備支援事業補助金２１２万０

００円、多面的機能支払交付金７７２万０００円、７３ページ、鳥獣被害防護柵等

設置事業補助金は４５４万０００円などの計上となります。

４目農地費は２７０万円で、町単独土地改良事業補助金４００万円、ため池改修事

業費負担金２５０万円などの計上でございます。
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５目農業施設管理費は０８１万０００円です。水車公園、道の駅の施設管理運営

経費などを計上いたしてございます。

７４ページ、６目地籍調査費は３億４０３万０００円の計上で、山林部の調査の

事業費を計上しております。

７６ページ、１項農業費の合計は５億１０１万０００円で、対前年度比は８３

５万円の増額です。

続いて、２項林業費、１目林業総務費は３３３万０００円で、人件費等管理運営

に係る経常経費の計上をしております。７７ページ、森林基幹道千ケ峰・三国岳線の工

事負担金につきましては５００万円、２目林業振興費は１億０９０万０００円で

ございます。委託料の中に記念品作成委託料６９０万円を計上しております。これにつ

きましては、前川農林政策課長が試作をしました多機能ベッドの製作費を計上しており

ます。町森林経営管理事業委託料３３１万０００円、７８ページ、森林管理１００

％作戦推進事業補助金５３３万０００円、町森林整備事業補助金３３７万００

０円、元気森もり活動推進事業補助金５００万円などの計上でございます。

２項林業費の合計は、１億４２４万０００円で、対前年度比は５８９万００

０円の増額計上となります。

続いて、６款商工費、１項商工費、１目商工振興費です。７８６万０００円でご

ざいます。

７９ページ、町商工会への補助金は０６０万円の計上です。

２目観光振興費は４億５４３万０００円です。８０ページ、各施設の修繕料につ

いては７５３万０００円を計上しております。８１ページ、かみかわ夏まつり事業

の委託料は、少し増えまして９２９万０００円、峰山高原附帯施設等管理委託料は

８０８万円、新規の事業として観光ロケーションマップの作成委託料１７８万０００

円、指定管理料や維持管理経費の計上をしております。工事請負費では、峰山宿泊施設

の浄化槽更新工事に１億０００万円、８２ページ、ヨーデルの森の屋根等長寿命化改

良工事に２２６万０００円の計上、また、町観光協会の補助金は２８１万００

０円の計上となります。

１項商工費の合計ですが、５億３２９万０００円で、対前年度比は１億９９０万

円の増額計上となります。

続いて、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費でございます。１億９８万

０００円で、対前年度比は６３万０００円の増額計上となります。

８３ページ、ＪＲ寺前駅前駐車場管理委託料１９２万円、８４ページ、急傾斜地崩壊

対策事業負担金９０１万円などを計上しております。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費は３９６万０００円です。道路除草作業委

託料として１００万円、除雪関係の委託料は９１２万０００円などを計上しており

ます。２目道路橋梁新設改良費は３億７８８万円で、工事請負費２億５７０万円で、
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町道作畑・新田線など改良工事、道路メンテナンス事業橋梁修繕工事、道整備交付金事

業などを計上しております。

８５ページ、２項道路橋梁費の合計ですが、４億１８４万０００円で、対前年度比

は３２４万０００円の増額計上となります。

３項河川費３５８万０００円で、対前年度比は２７５万０００円の減額です。

河川改修工事は５００万円、河川環境整備工事３５０万円などの計上となります。

８６ページ、５項住宅費、１目住宅管理費は４５２万０００円です。特定空家等

の除却工事は１件を予定してまして、５００万円を計上してます。町営住宅設備工事６

７７万０００円で、温水機器の入替え更新を予定をしております。負担金、補助及び

交付金で、若者の定住促進を目的とした家賃補助金、住宅取得支援補助金、リフォーム

支援補助金など３５６万０００円の計上となります。

８７ページ、２目住宅建設費は、６３８万０００円で、多自然移住推進事業、宅

地開発支援事業補助金等に係る経費を計上しております。

５項住宅費の合計は、０９０万０００円で、対前年度比１２４万円の減額計上

です。

続いて、８款消防費、１項消防費、１目常備消防費は、４億８０５万０００円で、

対前年度比は４億３９８万円の減額計上です。姫路市消防局への消防事務委託料が１

億５０６万０００円、中播消防署本署の建設負担金は２億２５２万円で、福崎町

への負担金となります。

８８ページ、２目非常備消防費は、９７４万０００円で、消防団員退職報償金

５７０万０００円、掛金２４８万円などの計上です。

８９ページ、３目消防施設費は６５２万０００円で、消防ポンプ自動車の購入費

として０６７万円などを計上しております。

４目災害対策費は、９６１万０００円、９０ページ、ハザードマップ更新業務委

託料３５２万円、地域防災計画等更新業務委託料３６１万０００円、防災行政無線シ

ステム等保守委託料５５８万０００円などを計上いたしております。

１項消防費の合計ですが、５億３９２万０００円で、対前年度比は４億９８３

万０００円の減額計上となります。

９１ページになります。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は１１８万

０００円の計上です。

続いて、２目事務局費は１３３万０００円、９３ページ、神河町小中学校等入学

子ども未来応援支援金でございますが、３８１万円で、対象については１２７人になり

ます。

１項教育総務費の合計は、２５１万０００円で、対前年度比は５０万０００円

の減額計上となります。

２項小学校費、１目小学校管理費は、１億７２３万円で、管理運営に係る経常的経
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費を計上しております。

９６ページ、２目小学校教育振興費は、７５２万０００円です。自然学校や環境

体験活動、外国語教育の推進、そして就学援助費などに係る経費を計上してます。

９７ページ、２項小学校費の合計は、１億４７５万０００円で、対前年度比は５

３６万０００円の増額計上となります。

３項中学校費、１目中学校管理費は、１億１８３万０００円です。神河中学校の

学校運営及び施設管理に係る経費を計上してます。９９ページの工事請負費７２２万

０００円の計上ですが、ＬＥＤ化改良工事に係る経費を計上してます。

１００ページ、２目中学校教育振興費は、３３７万０００円です。トライやる・

ウイーク事業委託料６０万円、外国語指導助手派遣業務委託料４８４万０００円など

の経費を計上してます。

３項中学校費の合計ですが、１億５２０万０００円で、対前年度比は８３１万

０００円の増額計上となります。

４項幼稚園費は、１億５１２万０００円で、対前年度比は２０３万０００円の

増額です。運営管理費などの経常的な経費を計上しております。

１０３ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費は５億１２３万０００円で

す。人権啓発、学習事業、放課後子ども教室と学童保育、二十歳のつどい、文化財の保

全事業、町史の編さん作業に係る経費などの計上をしております。１０５ページ、工事

請負費３億４３０万円の計上がありますが、これは神崎公民館、体育センターの解体

経費を計上いたしてございます。

２目公民館費は、０５５万０００円です。中央公民館の施設維持管理費、シニア

カレッジ、公民館教室、ふるさと文化祭、美術展、一般公演に係る経費等を計上してお

ります。１０７ページ、工事請負７７９万０００円は、これは中央公民館のホール

の音響設備、それとワイヤレスマイクの更新に係る経費を計上しております。

１０８ページ、３目社会教育施設運営費は、９９７万０００円で、対前年度比

２２０万０００円の減額計上です。施設の管理運営に係る経費を計上しております。

１１０ページ、５項社会教育費の合計でございますが、６億１７５万０００円で、

対前年度比につきましては３億２９２万０００円の増額計上です。

６項保健体育費、１目保健体育総務費は８４３万０００円です。スポーツ大会委託

料１５６万円、町スポーツ協会補助金１１７万円などの経費を計上しております。

２目体育施設管理費は、９７０万０００円です。１１１ページ、町民温水プール

のスイミングスクール委託料につきましては８８９万円を計上しております。

１１２ページ、３目学校給食費は、１億３５８万０００円です。学校給食費につ

いては、小学校は給食費負担軽減交付金４３６万０００円、中学校、幼稚園は重点

支援交付金０７９万０００円を充当いたしまして、学校給食費についてはこれによ

り完全無償化に対応するということでございます。
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１１４ページ、６項保健体育費の合計ですが、２億１７１万０００円で、対前年

度比は２８９万０００円の減額です。

１０款公債費、１項公債費、１目元金でございます。１２億１２２万円で、対前年

度比４５８万０００円の増額計上です。

２目利子は、２２９万円、対前年度比９５５万０００円の増額で、地方債の利

子が０２９万円と、１１５ページ、一時借入金の利子が２００万円となってございま

す。

最後、１２款予備費につきましては、前年度と同様の０００万円を計上しておりま

す。

１１６ページにつきましては、債務負担行為の支出予定額等に関する調書、１１７ペ

ージにつきましては、地方債の現在高の見込みに関する調書で、令和８年度末の見込額

は１２３億１４４万０００円と見込んでございます。

１１８ページから１２４ページまでは、給与費の明細書です。

１２５ページは、別添の資料といたしまして地方債の内訳につきまして掲載をしてお

ります。

続きまして、タブレットのほうになるんですが、予算説明資料でございます。

２ページから１６ページにつきましては、予算の概要説明書になります。

そして、１７ページなんですが、会計別当初予算額の状況で、前年度と比較したもの

を掲載してます。

それから、１８ページから２２ページは、歳入歳出予算の状況につきまして前年度と

対比したものを掲載をしております。

２３ページにつきましては、住民１人当たりの歳入歳出額の内訳を書いております。

２４ページにつきましては、予算の分析表になります。主に経常収支比率を算出をし

ておりますが、経常収支比率につきましては９⒐８％というふうになってございます。

２５ページは、普通会計の基金の残高状況でございます。

そして、２６ページから２８ページは、町税の状況で、予算の積算内訳となります。

２９ページから３１ページは、地方譲与税、県税の各交付金、地方交付税等の概要の

説明になります。

３２ページから４９ページは、歳入予算の国県支出金の補助金メニューの説明一覧表

ということになります。

５０ページから１１１ページは、歳出予算の目的別、そして事業別対比及び財源の内

訳で、事務事業ごとの説明を書いております。また、その財源の内訳について掲載をし

ております。

１１２ページから１１４ページにつきましては、財産に関する調書を掲載をしており

ます。以上、御参考にしていただければと思います。（発言する者あり）

すみません、これで説明のほうは終わるんですが、どうも１点、私のほうが間違って
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申し上げた点があるようでございますので、訂正をさせていただきたいと思います。

２８ページで、財産貸付収入の光ケーブルの貸付収入を「０００万０００円」と

申し上げたようでございます。正しくは「５００万０００円」ということでござい

ますので、訂正をさせていただいて、おわびを申し上げます。

以上で、少し長くなりまして大変御迷惑をおかけしましたが、私の詳細についての説

明については終わらせていただきます。どうぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げ

ます。

○議長（澤田 俊一君） 黒田財政特命参事、長時間の説明、お疲れさまでございました。

以上で町長の所信表明と第２３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第２４号議案、令和８年度神河町ケアステーション事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町ケアステーション事業特別会計予算でございます。

本予算は、神崎郡３町で共同運営している介護療育支援事業と病児病後児保育事業及

び在宅医療・介護連携支援事業を一本化した会計予算です。

予算内容は、歳入では、市川町及び福崎町からの事業負担金、神河町一般会計からの

繰入金、利用者負担金等を計上いたします。歳出では、正職員６名分と会計年度任用職

員７名分の人件費と事業運営経費及び施設維持管理費などの経常経費を計上し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７８９万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第２４号議案の詳細

について御説明を申し上げます。

事項別明細書で説明させていただきますので、７ページをお願いいたします。歳入で

す。

第１款負担金は、市川町、福崎町２町の負担金で、介護療育支援事業負担金は１６

０万０００円、病児病後児保育事業負担金は５８万０００円、在宅医療・介護連携

支援センター事業負担金７００万円で、計９１８万０００円でございます。

第２款民生費県補助金は、科目設定の０００円でございます。

第３款一般会計繰入金は、神河町の負担分で、介護療育が６３１万０００円、病

児病後児が１９９万０００円、計８３０万０００円です。介護保険事業特別会
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計繰入金は、在宅医療・介護連携支援センター事業で３５０万円です。

第４款繰越金は、前年度介護療育支援事業の繰越金として８４２万０００円を見込

んでおります。

第５款第１項１目障害児通園事業収入３４２万円は、利用児童者数を年間延べ２

９５人と見込んでおります。

８ページをお願いいたします。２目障害児相談支援事業収入は、１０９人のサービス

利用計画の作成で３５０万０００円としております。第２項受託事業収入は、介護保

険の介護予防事業の受託分で２４万０００円です。第３項利用者負担金は、障害児通

園事業の利用者の１割負担分で９４万０００円です。３歳から５歳児の負担はありま

せん。病児病後児保育施設利用者負担金は、７０人を想定し、１４万円を見込んでおり

ます。第４項雑入につきましては、町有自動車損害保険受入金、行事参加費で２２万円

でございます。

次に、歳出、９ページをお願いします。第１款第１項１目介護療育支援事業運営費で、

正職員５名、会計年度任用職員４名の人件費、報酬、給料、職員手当等、共済費、会計

年度任用職員の費用弁償で、計７７７万０００円を計上しております。７節報償費

は、講師謝礼で１０万円、８節職員普通旅費２０万円、１０節需用費は、消耗品費、燃

料費、光熱水費、修繕費など合わせまして７４１万円を計上しております。

１０ページをお願いいたします。１１節役務費は、通話料、自動車保険料２２万円な

ど８６万０００円、１２節委託料は、清掃維持管理委託料１３０万０００円、エレ

ベーター保守点検委託料４５万円などで２１５万０００円、１３節使用料及び賃借料

は、通行料などで２７万円、１７節備品購入費は、パソコン３台６０万円、１８節、研

修会参加負担金６万円、児童送迎運転員負担金４２５万０００円、また、２６節公課

費は、自動車重量税など７万円。介護療育支援事業運営費合計で３７４万０００円

を計上しております。

２目病児病後児保育運営費で、会計年度任用職員の看護師１名、保育士１名、スポッ

ト職員の１名の計３名の人件費として１２２万０００円を計上しております。

１１ページをお願いいたします。８節旅費で２万０００円、１１節通話料で５万

０００円、また、１２節委託料は、保育当日に神崎総合病院小児科医師に児童の状態等

を確認してもらったり、救急対応が必要な場合などの委託料で１３８万０００円、１

８節、全国病院保育協議会会費を３万０００円。合わせまして、病児病後児保育運営

費合計で２７１万０００円を計上しております。

３目在宅医療・介護連携支援事業運営費で、介護福祉士１名の人件費として９７７万

０００円を計上しております。また、７節報償費で、講師謝礼で２５万円、８節旅費

で５万０００円、１０節需用費で１４万０００円、１２節委託料で１７万０００

円。

１２ページをお願いいたします。１８節、研修会参加負担金で１１万円。在宅医療・
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介護連携支援事業運営費合計で０５０万円を計上しております。

第２款第１項１目利子は、一時借入金利子として、科目設定で０００円。

第３款第１項１目予備費として９２万０００円を計上しております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 次に、第２５号議案、令和８年度神河町国民健康保険事業特別

会計予算について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、国民健康保険税２億２３５万０００円、県

支出金８億７６０万０００円、繰入金１億５１６万０００円などを計上してお

ります。歳出では、総務費９２１万０００円、保険給付費８億９１５万０００

円、国民健康保険事業費納付金３億１２９万０００円、保健事業費２９１万０

００円などを計上しております。これらによりまして、歳入歳出合計額は１１億６１

６万０００円、前年度比⒍４％減となっています。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

井出住民生活課長。

○住民生活課長（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。それでは、第２５号

議案の詳細説明を申し上げます。

令和８年度の予算につきましては、１点目として、令和１１年度に県下統一の標準保

険税率へ段階的に税率を上げていくこと、２点目として、それによる被保険者の急激な

負担増とならないよう財政調整基金を取り崩しながら運営を行っていくこととし、昨年

同様にこの２点を基本事項として予算編成を行っております。

本年１月に開催しました国民健康保険運営協議会に諮問し、答申を受けた令和８年度

国民健康保険税率に本年４月から導入されます子ども・子育て支援納付金の上乗せ分を

加えて保険税収を積算し、歳出に対して歳入が不足する分につきましては、令和７年度

予算同様に、財政調整基金繰入金を充てることとしております。

町長の提案説明にもありましたように、令和８年度の国民健康保険事業特別会計の予

算は、歳入歳出１１億６１６万０００円で、前年度比は⒍４％の減、金額で０８

７万円の減ですが、減額分の主な内容は、保険給付費、いわゆる医療費の支払い分であ

り、これは昨年同様、被保険者数の減少が影響しております。

それでは、予算事項別明細書で御説明いたしますので、９ページを御覧ください。歳

－９２－



入になります。

１款国民健康保険税は、１目一般被保険者分が現年課税分と滞納繰越分を合わせて２

億２３５万０００円で、先ほども申し上げましたように、現年課税分に子ども・子育

て支援納付金５４９万０００円を追加しております。

続きまして、２款１項１目徴税手数料は５万円で、保険税の督促手数料です。

３款１項１目災害臨時特例補助金については、大規模災害が発生した特定被災区域か

ら転入された被保険者などの保険税の減免、療養給付費の一部負担金の減免措置で、科

目設定でございます。

４款１項１目保険給付費等交付金ですが、普通交付金については、町が保険給付に要

する費用から精神結核医療付加金などを除いたものが全額交付となり、８億８０８万

０００円、特別交付金については、町で実施する特定健診などの実施率や医療費適正

化を目的とした保健事業の経費に対して補助が得られるものになります。額については、

県から通知のあった額となり、９５１万０００円を計上しております。特別交付金

の算定には、医療費の状況や特定健診受診率、保険税徴収率などがインセンティブとな

ります。

４款２項１目財政安定化基金交付金については、町が国民健康保険事業費納付金を納

めるに当たり、国保税徴収に不足が生じた場合などに県から貸付けを受けるものであり、

科目設定をしております。

５款１項１目利子及び配当金は、財政調整基金の利子分で５３万０００円でござい

ます。

１０ページをお願いします。６款１項１目一般会計繰入金は５７５万０００円で、

内訳は、保険基盤安定繰入金が９４３万０００円、内訳は、説明欄に記載のとおり、

保険税軽減分７４３万０００円と保険者支援分２００万０００円です。保険税

軽減分は、法定軽減による保険税軽減分を一般会計から補填するもので、負担割合は、

県が４分の３、町が４分の１負担となります。また、保険者支援分については、保険税

現年分の１人当たりの調定額に法定軽減の該当者数を乗じた額を一般会計から繰り入れ

るもので、負担割合は、国が４分の２、県４分の１、町が４分の１負担となります。保

険基盤安定繰入金は、過去３か年の実績により算出をしております。職員給与費等繰入

金は７２９万円、財政安定化支援事業分は、県が算出した６１８万円。地方単独福祉

医療費助成事業繰入金は２３５万０００円を計上しています。これは、地方単独の福

祉医療制度がなければ医療費全体がある程度抑制されるという国の考え方で、一定ルー

ルに基づいた計算により算出した医療費増額分の６８％を国が負担、残りの３２％を県

と市町で２分の１ずつ負担することになっており、一般会計から国保会計に繰り入れす

るものです。未就学児均等割保険税繰入金４８万０００円、産前産後保険税繰入金は

１万円で、いずれも子育て世代への経済的負担軽減の観点から軽減されるもので、軽減

分の４分の２が国、４分の１が県、４分の１が町の負担で一般会計から繰入れをします。
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６款２項１目財政調整基金繰入金は９４１万０００円で、国保税、県支出金など

の歳入を歳出が上回るため、その不足分を財政調整基金により繰り入れするものです。

７款１項１目繰入金は、令和７年度からの繰越金で、科目設定となります。

８款１項１目延滞金は、国民保険税の延滞金で、令和７年度の実績から４４万００

０円を計上しています。２項１目第三者納付金は、被保険者が交通事故などで発生した

医療費を国保会計で立て替えた場合の返還分で、科目設定をしております。

１１ページをお願いします。２目返納金は、国民保険から離脱され、社会保険などに

加入されている無資格者が国保を利用した場合の不当利得返納分として科目設定をして

おります。３目雑入は科目設定となります。

以上、歳入合計は１１億６１６万０００円でございます。

次に、１２ページをお願いします。歳出となります。

まず、１款１項１目一般管理費ですが、一般職員２名分の人件費や保険給付事務に必

要な経費５００万０００円を計上しております。

１３ページをお願いします。１款２項１目賦課徴収費は、税の賦課徴収に必要な経費

４１３万０００円で、消耗品や郵便料などのほか、委託料３３８万０００円を計上

しております。これは、国保事業の実績報告や調整交付金の申請書作成を目的としたコ

クホ・ラインシステムの子ども・子育て支援金対応に係るシステム改修となります。３

項１目運営協議会費は、国保運営協議会の必要経費７万０００円を計上しています。

次に、２款保険給付費ですが、県が提示した金額を計上しております。保険給付に係

る費用は県からの交付金で賄うこととなっており、県は、町の医療費水準や医療費の動

向から提示額を算定しております。１項１目一般被保険者療養給付費６億５１７万

０００円、２目一般被保険者療養費４０７万０００円、３目審査支払手数料２０４万

０００円は、レセプト審査支払手数料などの説明欄に記載のとおりでございます。

１４ページをお願いします。２款２項１目一般被保険者高額療養費１億２３８万

０００円、２目一般被保険者高額介護合算療養費２０万円、３項１目一般被保険者移送

費については５万円です。４項１目出産育児一時金は、支払い業務手数料０００円と

出産育児一時金５０万円掛ける６名分で３００万円を計上しております。５項１目葬祭

給付費については１２０万円で、５万円掛ける２４件分となります。６項１目精神結核

医療付加金については、自立支援医療制度に係る外来医療の個人負担１０％分と結核医

療公費負担制度に係る個人負担５％分を国民健康保険から助成するもので、過去４年間

の精神結核医療付加金の実績に応じた額１０２万０００円を計上しております。

１５ページをお願いします。２款７項１目傷病手当は科目設定となります。

続いて、３款国民健康保険事業費納付金は、県において算出されておりますが、医療

給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と令和８年度から導入される子ども・

子育て支援納付金分に分けられております。１項医療費給付分は２億１０５万００

０円、２項後期高齢者支援金等分は０６８万０００円、３項介護納付金分は２８
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６万０００円、４項子ども・子育て支援納付金分は６６９万０００円。

続いて、４款１項１目特定健康診査等事業費は５３１万０００円で、４０歳以上７

５歳未満の被保険者を対象に、メタボリックシンドロームの予防、改善を主眼とした特

定健診・特定保健指導に要する費用となります。

１６ページをお願いします。４款２項１目保健事業趣旨普及費７６０万０００円は、

人間ドックや脳検査費用などの経費並びに特定健診未受診者対策事業の経費となります。

５款１項１目財政調整基金積立金は５３万０００円。

１７ページをお願いします。６款１項１目国民健康保険税還付金は２００万円。２目

県支出金返納金は５５０万０００円で、特定健康診査等負担金返還金は科目設定、保

険給付費等交付金償還金は不当利得、第三者求償などを含んで５５０万円となります。

３目国庫支出金返納金は科目設定です。

６款２項１目一般会計繰出金５５万円は、特定健診・特定保健指導の実施に係る経費

に充てるための繰出金で、健康福祉課で実施する健康相談事業、健康づくりポイント事

業などが県特別調整交付金の交付対象として交付金措置がされます。

７款予備費につきましては、５００万円を計上しております。

以上、歳出合計は１１億６１６万０００円でございます。

１８ページ以降には給与明細書を添付しております。

以上、令和８年度神河町国民健康保険事業特別会計の詳細説明とさせていただきます。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第２５号議案の提案説明は終わりました。

ここで昼食のため休憩いたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午後０時０３分休憩

午後１時００分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

午前中に説明を受けました第２５号議案、令和８年度神河町国民健康保険事業特別会

計予算の詳細説明について、訂正の申出がありますので、発言を許可します。

井出住民生活課長。

○住民生活課長（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。先ほど令和８年度神

河町国民健康保険事業特別会計予算の詳細説明を申し上げましたが、１０ページの６款

１項１目の一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金の内訳の説明欄の記載のところで、保

険税軽減分を７４３万０００円と申し上げましたが、正しくは７４３万０００

円となります。申し訳ございませんでした。以上でございます。

○議長（澤田 俊一君） 以上のとおり訂正がございました。

それでは、午前中に続いて、令和８年度各会計予算について、提案説明を受けます。

次に、第２６号議案、令和８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、
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提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、後期高齢者医療保険料１億１７９万００

０円、繰入金５３６万円などを計上しております。歳出では、総務費１００万０

００円、後期高齢者医療広域連合納付金２億６１５万０００円などを計上しており

ます。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７３１万

０００円とするもので、前年度対比１５％の増額でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

井出住民生活課長。

○住民生活課長（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。それでは、第２６号

議案の詳細説明を申し上げます。

予算事項別明細書７ページをお願いいたします。歳入になります。

１款後期高齢者医療保険料は、特別徴収分が１億６２１万０００円、普通徴収分

が５５７万０００円で、保険料の合計は１億１７９万０００円です。収納率は、

特別徴収が１００％、普通徴収が令和６年度実績より９９％、収納の割合は、特別徴収

が７⒋９％、普通徴収が約２⒌１％となります。

次に、２款使用料及び手数料は科目設定となります。

３款繰入金は、一般会計からの繰入金で、人件費と事務費で１００万０００円、

保険料軽減に係る保険基盤安定繰入金は、広域連合から提示の４３５万０００円を

計上しております。

４款１項１目延滞金及び２項１目雑入は科目設定となります。同じく３項１目保険料

還付金は、令和６年度実績から１５万円、２目還付加算金は１万円を計上しております。

５款繰越金は、前年度繰越金として科目設定をしております。

以上、歳入合計は２億７３１万０００円でございます。

続いて、歳出、８ページを御覧ください。１款１項１目一般管理費では、職員１名の

人件費と事務経費で１００万０００円です。１２節の委託料４４９万円は、子ども

・子育て支援金対応に伴う後期高齢システム改修作業に係る委託料となります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合からの提示額となります。内訳は、

説明欄の保険料等負担金１億１７９万０００円と保険基盤安定制度負担金４３５

万０００円で、合計２億６１５万０００円を計上しております。
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３款１項１目保険料還付金は、令和６年度実績から１５万円、同じく２目還付加算金

は１万円を計上し、以上、歳出合計は２億７３１万０００円でございます。

９ページ以降には給与明細書を添付しております。

以上、令和８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計の詳細説明とさせていただきま

す。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第２６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第２７号議案、令和８年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、介護保険料２億６２１万円、分担金及び負

担金０００万０００円、国庫支出金３億６５９万０００円、支払基金交付金３

億０７０万０００円、県支出金２億７１５万円、繰入金２億１２２万０００

円などを計上しております。歳出では、事務費に係る総務費１億８７７万０００円、

介護サービス等に係る保険給付費１３億８８８万０００円、地域支援事業費１７

９万０００円などを計上しております。これらにより、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１６億１１７万０００円とするもので、対前年度比⒉５％の増額でござ

います。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第２７号議案の詳細

について御説明を申し上げます。

介護保険制度は、高齢者が介護を必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられることを目指すとともに、いつまでも自立した生活が送れるよう社会全体で支え

合う制度であります。

神河町の介護保険料につきましては、令和６年度から令和８年度までの３か年の基準

保険料は月額２００円で予算を組んでおります。

それでは、予算事項別明細書で説明させていただきますので、１０ページを御覧いた

だきたいと思います。

まず、歳入でございます。１款１項１目第１号被保険者介護保険料２億６２１万円

については、６５歳以上の被保険者の保険料と滞納繰越分の合計で、前年度当初予算額
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に対し２７５万円の増額であります。

２款分担金及び負担金０００万０００円は、神崎郡介護認定審査会負担金で、内

訳は、神河町が８８５万円、福崎町が１１５万０００円の負担金でございます。

３款使用料及び手数料２万円は督促手数料でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２億０８９万０００円は、居宅サービス費用と審

査支払い手数料の合計額に対する２０％分と施設サービス費用に対する１５％分の合計

であります。２項１目調整交付金は、本町は高齢化率が高く、やや所得水準が低いこと

から、令和８年度はサービス給付費の⒍７８％で計算し、４８８万０００円を計上、

また、総合事業調整交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付金で１６

３万０００円を計上、合計６５１万０００円を計上しております。２目地域支援

事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、補助基準額の２０％、９

６３万０００円を計上しております。３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活

支援総合事業以外）については、補助基準額の３⒏５％、４７５万０００円を計上

しています。

次のページをお願いいたします。４目保険者機能強化推進交付金については、自立支

援、重度化防止に向けた取組に対し交付されるもので、それぞれの評価指標の達成状況

に応じて交付されるもので、１１２万０００円を計上しています。５目保険者努力支

援交付金については、介護予防、健康づくり等に対する取組を重点的に評価することに

より交付されるもので、２４９万０００円を計上しています。６目介護保険災害等臨

時特例補助金は、災害等により保険料減免を行ったときの保険料補填で、科目設定とし

て０００円を計上しております。７目事業費補助金は、法改正に対応するためシステ

ム改修費補助金１６０万円と、介護ＤＸ対応事業補助金は、介護情報基盤の整備を目的

とするシステム改修補助金で、９５８万０００円を計上しています。

５款１項１目介護給付費交付金３億７７０万円は、介護給付費と審査支払い手数料

の合計の２７％を計上しています。２目地域支援事業交付金３００万０００円は、

介護予防・日常生活支援総合事業の補助基準額の２７％を計上しています。

６款１項県負担金２億３７４万０００円は、介護サービス給付費のうち居宅サービ

ス費用と審査支払い手数料の合計額の１⒉５％と施設サービス費用額の１⒎５％分を計

上しています。２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）につ

いては、補助基準額に対する補助率１⒉５％、６０２万円を計上しています。

次のページ、１２ページをお願いいたします。２目地域支援事業交付金（介護予防・

日常生活支援総合事業以外）については、補助基準額に対する補助率１⒐２５％、７３

７万０００円を計上しています。３目訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対

策事業補助金１万円は、暴力行為等の安全確保のため２人での訪問が認められた場合の

２人訪問加算の補助金でございます。

７款財産収入７８万０００円は、介護給付費準備基金の預金利子でございます。
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８款１項１目介護給付費繰入金１億４８６万円は、介護給付費と審査支払い手数料

を合わせた１３億８８８万０００円の保険者負担率１⒉５％を計上しています。２

目一般会計繰入金、１節職員給与費等繰入金については、資格管理等に係る職員の給与

費等の繰入金４６３万０００円を計上、２節事務費繰入金については、神崎郡介護

認定審査会に係る神河町負担分８３０万円とその他事務費に係る繰入金２０９万０

００円を合わせた０３９万０００円を計上、３節地域支援事業補助金（介護予防・

日常生活支援総合事業）については、補助基準額に対する負担率１⒉５％、６０２万円

を計上しております。４節地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以

外）については、補助基準額に対する負担率１⒐２５％、７３７万０００円を計上、

５節現年度介護保険料軽減負担金繰入金として、国庫負担分５６８万０００円、県負

担分２８４万０００円、町負担分２８４万０００円を合わせた１３６万０００

円を計上しています。対象者の人数は１７８人を想定しております。

次のページをお願いいたします。８款２項１目介護基金繰入金６５７万０００円に

ついては、介護保険料の上昇を抑えるため、準備基金を取り崩すものでございます。

９款繰越金３１５万０００円は、介護認定審査会に係るもので、令和７年度決算に

よる繰越見込額を計上しております。

１０款１項１目第１節第１号被保険者延滞金及び２目過料については、０００円ず

つ科目設定しています。

１０款２項１目第１節返納金０００円を科目設定としております。２節雑入としま

しては、介護予防ケアプラン作成料５００万円は、地域包括支援センターが要支援１、

２の認定者に対し、介護予防支援または第１号介護予防支援を行った場合、介護報酬と

して町が受領するものでございます。次に、訪問調査受託事業収入は、遠隔地の市町か

らの当町の特別養護老人ホーム入所者等への訪問調査費として０００円を計上してい

ます。また、成年後見人制度申立て費用負担金として０００円を科目設定しておりま

す。一般介護予防教室参加負担金は、１人当たり５００円の参加費で、２５０人分１２

万０００円、生活支援訪問サービス事業利用者負担金１９万０００円、合計５３２

万０００円を計上しております。２項第三者納付金として０００円を科目設定して

おります。

次のページ、１４ページをお願いいたします。続きまして、歳出でございます。

１款１項１目資格業務管理費７１３万０００円は、資格業務等に携わる職員２名

分の人件費とシステム改修費等事務費を計上しております。２目サービス業務管理費

０３９万０００円は、介護保険サービス業務に関わる職員２名分の人件費、認定調査

を行う会計年度任用職員の２名の人件費及び事務費を計上しております。

１５ページをお願いいたします。３目連合会負担金１０万０００円は、国保連合会

会員負担金等を計上しております。２項１目賦課徴収費６８万０００円は、介護保険

料の賦課徴収に係る経費で、郵便料等事務費を計上しております。
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１６ページをお願いいたします。３項１目介護認定審査会費１３３万０００円は、

神崎郡３町が共同で行っております介護認定審査会に係る経費で、審査会委員１５名の

報酬、費用弁償、保険料と審査会業務に携わる会計年度任用職員２名の人件費及びコン

ピューターリース料等保守費用等を計上、郡認定審査会職員給与費繰出金については、

認定審査会に関わる一般事務職員の人件費と光熱費を合わせた４８７万０００円を一

般会計に繰り出ししております。

１７ページをお願いします。４項１目認定調査等費４２８万０００円は、被保険者

の認定調査に係る経費で、主治医の意見書料が主なものでございます。５項１目運営協

議会費４８４万円は、介護保険事業運営協議会費と介護保険事業計画策定支援委託料で

ございます。

２款１項１目介護サービス給付費等諸費について説明をいたします。当初予算額につ

いては、令和７年度決算見込みを基本に計上しております。予算総額１３億７７８万

０００円、前年度当初予算比で０６％の増で、居宅介護サービス給付費等で８億

０２５万０００円、施設介護サービス給付費で５億７５３万円を計上しています。

１８ページをお願いします。２項１目審査支払手数料１１０万円は、介護給付費支払

いに係る国保連合会への審査支払い手数料であります。

３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費０９４万０００円のうち、１２

節委託料３０２万円については、短期集中通所型サービスＣ及び訪問型サービスＡの委

託料でございます。１８節負担金、補助及び交付金の７９２万０００円は、要支援

１、２及びチェックリストによる事業対象者の方が利用される訪問介護相当サービス費

４５０万円、通所介護相当サービス費３３６万０００円などを計上しています。２

目介護予防ケアマネジメント事業費１８０万円については、要支援１、２の方が利用さ

れる訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービス利用に係るケアプラン作成料で、

地域包括支援センター及び委託した居宅介護支援事業所に支払うものであります。

１９ページをお願いいたします。２項１目一般介護予防事業費５６５万０００円

については、介護予防事業で要介護状態等になるおそれの高い状態にあると認められる

６５歳以上の方を対象に、要介護になることを防ぐことを目的として実施する事業でご

ざいます。３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業費５６８万０００円につ

いては、地域包括支援センターの運営、福祉相談などや介護予防計画の作成、また介護

予防ケアマネジメント作成に係る事業でございまして、社会福祉士１名、ケアマネジャ

ー１名の人件費を計上しています。

２０ページをお願いします。２目認知症高齢者見守り事業費２４７万０００円につ

いては、タッチパネル健診を継続して行い、軽度認知障害の疑いのある方に対し、ナー

スボランティアや音楽療法士により週１回、２会場で予防教室「ほがらか教室」を開催

します。また、いきいき倶楽部を月２回、２会場と月１回の認知症カフェを開催する経

費として予算計上しております。
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２１ページをお願いします。３目権利擁護事業費１６９万０００円は、認知症など

判断能力が不十分な方の財産や権利を保護し、支援する制度で、成年後見の申立てを行

える親族がおられない場合、市町が行うこととなります。その経費と地域見守り支え合

いネットワーク会議開催に係る経費等を計上しています。４目住宅改修支援事業費２万

円については、居宅介護支援の作成を依頼していない被保険者が住宅改修のみを行う場

合、理由書作成１件につき０００円を支払うものでございます。５目在宅医療・介護

連携推進事業費４１６万０００円については、神崎郡在宅医療・介護連携支援センタ

ー委託料３５０万円などを計上しております。６目生活支援体制整備事業費８００万円

については、生活支援コーディネーターや協議体を通じて、多様なサービス提供主体を

構成員とした生活支援協議体において必要な生活支援、介護予防の創出や地域における

支え合いの体制づくりを推進するため、従来から地域福祉に取り組んでいる町社会福祉

協議会に委託をしております。７目認知症初期集中支援推進事業費０７０万０００

円については、認知症になっても本人の意思が尊厳され、できる限り住み慣れた地域の

よい環境で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族に早期に関わる認知

症初期集中支援チームを設置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築すること

を目的に実施し、保健師１名の人件費などを計上しております。

２２ページをお願いします。８目地域ケア会議推進事業費５７万０００円について

は、在宅生活における様々な困り事等を拾い上げることが重要となります。その困り事

を地域ケア会議で医療・保健・福祉関係者が協議することにより解決に導くために、委

員謝金と公立神崎総合病院理学療法士、作業療法士の会議への出役に係る費用を計上し

ております。

３款４項１目審査支払手数料７万０００円については、介護予防・日常生活支援事

業に係る国民健康保険団体連合会への審査支払い手数料でございます。

４款財政安定化基金拠出金は、県下の自治体の介護保険会計が赤字になったときに県

に拠出した基金を基に貸付けを行うためのもので、現在は介護保険準備基金が一定額積

み立ててあるため、科目設定としております。

５款１項介護給付費準備基金積立金７８万０００円については、令和７年度におい

て保有している準備基金に係る利息を基金に積み立てるものでございます。

６款１項諸支出金は、介護保険料の還付金と還付加算金で３０万円と国県負担金等の

償還金０００円を計上しております。

２３ページをお願いします。２項繰出金は、払戻金等０００円を計上しています。

７款１項１目予備費６３万円については、内訳としまして、郡介護認定審査会分１３

万円と介護保険特別会計分５０万円を計上しております。

次のページ以降に給与費明細書を添付しております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第２７号議案の提案説明は終わりました。
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次に、第２８号議案、令和８年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、土地売払収入５７７万円、雑入４５０万円、

繰越金７６０万０００円、歳出では、土地開発会計に係る事務経費２６万０００

円、秋桜たうん分譲地管理経費５０万０００円、カクレ畑多自然居住推進事業費７

９３万０００円、予備費９１７万０００円などを計上しております。これらによ

りまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８７万０００円とするもので

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第２８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第２９号議案、令和８年度神河町訪問看護事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計は、かんざき訪問看護ステーションを運営する特別会計でございまして、神崎

郡、姫路市香寺町及び朝来市生野町を事業対象区域として、病気や障害のある人の自宅

を訪問して看護や医療ケアを行い、安心して家庭療養が維持できるようサービス提供を

することを目的とした会計でございます。

歳入では、事業収入１億２６５万円、一般会計繰入金５００万円、前年度繰越金

９５０万円を見込み、歳出では、人件費１８名分と訪問看護委託料、業務管理費用等

で１億３６６万０００円を計上いたしております。これらによりまして、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８５６万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。事項別明

細書で説明させていただきますので、７ページをお願いいたします。

まず、歳入です。

－１０２－



第１款事業収入の１節医療保険収入で、年間延べ約７００回を見込み８８９万

０００円、２節介護保険収入では、訪問看護のサービス事業収入で年間延べ約１万２０

０回を見込み７０２万０００円と、ケアプランを作成する居宅介護支援事業収入と

して６７２万０００円を見込んでいます。

第２款１項１目民生費国庫補助金は科目設定の０００円。

第３款１項１目民生費県補助金も科目設定の０００円。

第４款１項１目一般会計繰入金は５００万円でございます。訪問看護事業は、設立

当時の平成６年度には町及び病院会計から１４９万０００円、平成７年度には病院

会計から８２９万０００円を繰り入れ運営したものの、以降は他会計繰入金は全くな

く、今日まで単独での収支均衡による事業運営をしてまいりましたけれども、令和６年

度、７年度の人事院勧告に伴う職員給与費の増などにより財務状況は激変し、継続運営

は大変困難な状況に陥っており、令和８年度から町一般会計からの繰入れをお願いする

ものでございます。

８ページをお願いいたします。基金繰入金は、財政調整基金の利子を毎年度計上して

おりましたけれども、令和７年１２月に全額取り崩しましたので、廃項としております。

第５款繰越金は、前年度繰越金として９５０万円を見込んでいます。

第６款１項１目受託事業収入は、介護予防受託収入として介護予防のケアプラン作成

受託などで７９万０００円でございます。

第６款２項１目雑入は、町有自動車損害保険受入金など６１万０００円でございま

す。

次のページをお願いいたします。財産収入として利子及び配当金を毎年度計上してお

りましたが、令和７年１２月に基金を全額取り崩しましたので、廃款としています。

次に、歳出です。

１０ページを御覧ください。第１款業務費で、正規職員９名、会計年度任用職員９名

の人件費として、報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費の会計年度任用職員費用弁償、

いわゆる通勤手当等で合計１億７９６万０００円。

１１ページをお願いします。第１０節需用費で、消耗品費７０万円、燃料費１８０万

円、修繕費９１万円など、合わせて３８５万０００円の計上でございます。１１節役

務費、通話料１６０万０００円などで２３９万０００円、第１２節委託料、訪問看

護委託料２７６万円などで４０１万０００円の計上としております。

１２ページをお願いします。１３節使用料及び賃借料では、ユニホームリース料１１

５万０００円などで２３２万０００円、１７節備品購入費、パソコンなどの一般備

品購入費３５万円、訪問看護システム更新費０００万円、公用車購入費、軽自動車１

台分として１６０万円で、合計１９５万円としています。この訪問看護管理システム

は、訪問看護の利用者の情報を一元管理し、月１回ケアマネや医師に行う訪問看護計画、

報告書等を作成するシステムで、訪問看護事業を運営する上での基幹システムでござい
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ます。当初、平成２７年度に導入し、その５年後の令和２年度に更新し、今日まで運用

してまいりましたが、更新年度を迎えましたので、更新費用として０００万円を計上

させていただきます。１８節負担金、補助及び交付金では、訪問看護研修会負担金等で

３６万０００円、２１節補償、補填及び賠償金、町の賠償責任において支払う治療費

や補償費等示談金で５０万円、その他、合わせまして、業務費合計で１億３６６万

０００円の計上でございます。

第２款１項１目利子３万円は、一時借入れの利子でございます。

１３ページをお願いします。第３款１項１目病院事業会計繰出金は、病院事業会計へ

の建物の使用料として繰り出すもので、２５０万円でございます。

第４款予備費で２３７万０００円でございます。財政調整基金積立金は、令和７

年１２月に全額取り崩しさせていただき、令和８年度の積立ても計画できないことから、

廃款といたします。

１４ページ以降は給与費明細書を添付させていただいております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第２９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３０号議案、令和８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

予算の主な内容は、歳入では、使用料及び手数料６万０００円、繰入金２１０万円

などを計上しています。歳出では、施設管理業務等の委託料１３７万円などを計上して

おります。これらによりまして、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ２２４万０００

円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第３０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３１号議案、令和８年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３１号議案の提案の理由及び内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、振興基金繰入金２４７万０００円、利子及

び配当金２２７万０００円、歳出では、事務費に係る一般管理費を３１万０００円、

基金積立金を２２７万０００円、地域振興費で集落への運営諸経費助成金を２１６万
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０００円を計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ４７４万０００円とするものでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和８年２月２０日開催の寺前地区振興基金審

議会において審議いただき、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第３１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３２号議案、令和８年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、振興基金繰入金９３１万０００円、利子

及び配当金２６万０００円、歳出では、事務費に係る一般管理費を３１万０００円、

基金積立金を２６万０００円、地域振興費で長谷漁協への補助に伴う一般会計繰出金

９００万円などを計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ９５７万０００円とするものでございます。

なお、これらの内容につきましては、令和８年２月２７日に長谷地区振興基金審議会

の書面決議により御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第３２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３３号議案、令和８年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明を

求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、生活に欠かすことのできない安全でおいしい水を安定して

お届けすることが水道事業の最大の使命と考え、浄水場等設備の日常運転管理や水質検

査等の委託点検を行い、適正な維持管理に努めております。また、老朽化が進む管路及

び水道施設の更新工事をはじめ、耐震化に積極的に取り組んでいるところでございます。

財務状況につきましては、令和７年度末の累積利益剰余金を３億９６３万０００

円と見込んでおります。また、令和８年度の純利益は９９万０００円となる見込みで

ございます。

令和８年度事業につきましては、給水戸数５０３戸、年間総給水量１８９万８５

３立方メートルを予定しております。
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第３条予算の収益的収入・支出はともに４億９７６万０００円を計上しておりま

す。

第４条予算の資本的収入では、重要施設配水管耐震化事業に伴う国庫補助金等で２

１１万０００円、企業債１億７５０万円等で、合計２億２５１万０００円を計

上し、支出では３億１８１万０００円を予定しております。

工事内容は、重要施設配水管耐震化事業で、下田配水池から寺前小学校までの管路耐

震更新工事のほか、その他建設改良事業で新田浄水場の前処理装置の本設置を予定して

おります。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億９３０万０００円につきま

しては、過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

企業債の限度額は、重要施設配水管耐震化事業で４５０万円、その他建設改良事業

で３００万円としております。

一時借入金の限度額は１億円、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、

職員給与費を７２２万０００円、一般会計からの補助金は１億７７７万０００円

を予定しております。また、棚卸資産購入限度額は５００万円と定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第３３号議案、令和

８年度水道事業会計予算の主なものについて、詳細説明をさせていただきます。

まず初めに、水道行政は、令和６年度より厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移

管され、新たな体制の下で進められております。加えて、管路耐震化に係る国庫補助制

度の見直しも予定されており、水道事業は大きな転換期を迎えております。

神河町におきましては、人口減少に伴う料金収入の減少が続く一方、老朽化した施設

や管路の更新、耐震化を着実に進めていく必要があります。また、物価高騰の影響もあ

り、経営環境は厳しい状況にあります。

令和８年度は、老朽施設及び管路の更新、耐震化を確実に推進するとともに、アセッ

トマネジメントの考え方に基づき、ＡＩ診断や衛星漏水調査の結果を活用しながら、効

率的な維持管理の強化を図ります。あわせて、経営戦略の見直しを行い、人材の確保、

育成、ＤＸの推進、業務改善に取り組み、将来にわたり安全で良質な水を安定して供給

できる体制の構築を進めてまいります。

それでは、予算について説明をさせていただきます。予算実施計画説明書で説明をい

たしますので、予算書の２２ページをお願いいたします。

まず、３条予算の収益的収入でございます。１款１項１目給水収益は、給水戸数５

－１０６－



０３件で、水道使用料は２億７５８万円を見込んでおります。昨年は５１４件で使

用料２億２０９万０００円でございましたので、昨年と比べ件数も減っていますし、

今年度の実績見込みで使用量も減少をしております。節水機器の普及も大きな要因であ

るというふうに考えております。３目１節他会計負担金は、消火栓に係る使用料でござ

います。３３３基分の使用料と新設、移設に係る費用として２６６万０００円を予

定をしております。

次に、２項２目１節一般会計補助金は１億７７７万０００円としております。内訳

は、神河町水道事業会計予算説明資料６ページの令和８年度神河町水道事業繰入金の状

況で御確認をいただきたいと思いますが、交付税に係る繰出金の算定基準による基準内

繰入れ分で、高料金対策に係るもので４３０万０００円、企業債元利償還補填とし

まして８４６万０００円を繰入れをします。また、今年度は通常に基準内繰入れだ

けでは赤字の予算となってしまうため、基準外で５００万円を繰入れをしていただく

こととしております。４目長期前受金戻入は、減価償却に伴う補助金、負担金、受贈財

産の長期前受金を収益化し、４００万０００円を計上をしております。なお、この

金額については、現金収入を伴わない収入ということになります。

次に、２３ページをお願いいたします。３条予算の収益的支出でございます。営業費

用の原水及び浄水費は３１３万０００円で計上をしております。電気料金の高騰、

修繕費の実績見込みによりまして増額をしております。次に、配水及び給水費は７０

４万０００円で計上をしております。これは水道管路に係る維持修繕費等でございま

す。令和７年度の実績により漏水の修繕費等を増額計上をしております。

２３ページ、一番下の行から２５ページにかけては総係費となってございます。職員

４名、会計年度任用職員１名の人件費を計上をしております。予算額は１８７万０

００円でございます。７年度と比べ減額していますのは、料金システムの更新費用が約

５００万円、７年度には計上があったもので、それがなくなった分の減額でございま

す。８ページから１２ページにかけ人件費に係る内訳資料をつけておりますので、御確

認をいただけたらと思います。

２５ページをお願いいたします。中段ほどに５目減価償却費を記載をしております。

今年度の償却費合計は２億２９７万０００円でございます。詳細につきましては、

予算説明資料７ページを御確認ください。有形固定資産分で２億２３４万０００円、

無形固定資産分で６２万０００円でございます。

２６ページをお願いいたします。４条予算の資本的収入でございます。資本的収入は

２億２５１万０００円で、前年度より１億９８３万０００円減額となっており

ます。８年度は７年度からの繰越事業が多うございます。８年度当初分は昨年度に比べ

減としております。重要施設配水管耐震化事業として高朝田から寺前小学校までの管路

更新が１本でございます。

２７ページをお願いいたします。４条予算の資本的支出でございます。資本的支出は
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３億１８１万０００円。

１款１項１目事務費は、重要施設配水管耐震化事業等に伴う人件費として職員１名分

の費用を計上をしております。２目１節の委託料は５５２万円の計上で、重要施設配

水管耐震化事業等に係る設計及び施工監理委託料でございます。２節工事請負費は、配

水管布設替え工事ほか新田浄水場の前処理ろ過装置の設置工事で１億２４５万００

０円を計上をしております。３目１節の固定資産購入費は、料金システム用のパソコン

で９３万０００円を下水道事業と折半で計上をしております。

そのほか、７ページには予定キャッシュフロー計算書、１３ページには令和７年度の

予定損益計算書、１４ページ、１５ページには７年度の予定貸借対照表、１８ページ、

１９ページには令和８年度の予定貸借対照表を記載をしております。また、別ファイル

の神河町事業会計予算説明資料の３ページから水道事業予算説明資料としまして予算概

要、繰入金の状況、固定資産の明細書、業務の予定量、企業債の明細表をおつけしてい

ますので、御確認をお願いいたします。

以上で令和８年度水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議よろしくお願い

いたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第３３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３４号議案、令和８年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９⒐０５％と高い数字となっており、住民の皆様に快適な生活環境

を提供するとともに、公共用水域の水質保全を図っております。

財政状況につきましては、令和７年度末の累積欠損金は６億６８７万０００円を

見込んでおり、順調に欠損金を減らしていける見込みでございます。令和８年度の純利

益は６３０万０００円を予定しており、来年度も計画どおり累積欠損金を減らす見

込みでございます。

減価償却費を原資とした内部留保資金を運用し、資金不足に陥らないよう心がけて事

業運営を行ってまいります。

令和８年度事業につきましては、水洗便所設置戸数８３２戸、年間処理水量１１１

万０００立方メートルを見込んでおります。

第３条予算の収益的収入・支出はともに６億０６２万０００円を予定しておりま

す。

第４条予算の資本的収入は５億５７９万０００円、支出は６億６７３万００

０円を予定しております。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億０９
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４万０００円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

下水道事業債の限度額は１億１６０万円、資本費平準化債の限度額を２億４１０

万円としております。

一時借入金の限度額は１億円、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、

職員給与費を５３１万０００円、一般会計からの補助金は２億９０８万０００

円を予定しております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第３４号議案、令和

８年度下水道事業会計予算の主なものについて、詳細説明をさせていただきます。

予算実施計画説明書で説明をいたしますので、２２ページをお願いいたします。まず、

収益的収入でございます。１款１項営業収益、１目下水道使用料は、総件数で２６７

件で、２億９５２万０００円を計上をしております。令和７年度と比べますと約２

４万円の減であり、７年度実績見込みにより減額としております。

次に、２目他会計負担金はゼロ円としておりますが、これは、今まで人件費及び減価

償却費に充当しているということで営業収益として扱っておりましたが、会計事務所の

指導もあり、近年では営業収益ではなく営業外収益として扱うことが正しいとされてい

ますので、令和８年度から修正をさせていただき、一般会計からの繰入れは営業外収益

の一般会計補助金で繰入れをすることとしております。

２項営業外収益、２目他会計補助金は、一般会計補助金として２億９０８万００

０円を繰入れを行います。これは、これまで同様、企業債利息償還補填及び浄化槽管理

事業に充当するほかに、人件費、減価償却費にも充当をいたします。３目補助金は、個

人設置型の浄化槽の設置に係る国庫補助でございます。４件で５４万０００円を予定

をしております。４目長期前受金戻入は、減価償却に係る分で、国庫補助金、県補助金、

受益者負担金、受贈財産評価額を合わせまして１億２５９万０００円の予定でござ

います。この金額は現金を伴わない収入となります。６目消費税及び地方消費税還付金

は、下水道使用料で預かっている消費税と事業執行で払っている消費税の差を還付金と

して４０５万０００円を見込み、計上をしております。

続きまして、２３ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１款１項１

目管渠費は６４５万０００円で、下水道管及び７１か所のマンホールポンプの維持

管理費用となってございます。７年度実績見込みによりまして、ほぼ同額としておりま

す。２目処理場費は１億１２９万０００円で、８か所の処理場の維持管理に係る費

用でございます。令和７年度と比べ２４０万円の増としておりますが、７年度実績見
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込みによりまして、電気料金の増、それから最終汚泥処分料の単価が上がったことによ

りまして増額となったものと、粟賀南部処理場の汚泥かき寄せ機の修繕で大きな増額と

なってございます。３目浄化槽費は０８９万０００円で、合併浄化槽の管理等に関

する費用で、全体で５１５基に係る費用でございます。

２４ページをお願いいたします。上段の５節の補助金につきましては、個人設置の浄

化槽に係る補助金でございます。４基を予定をしております。

次に、４目総係費は６３０万０００円で、職員３名分と会計年度任用職員２名分

の人件費と事務管理費等を計上をしております。詳細につきましては、８ページから１

２ページにかけまして、給与費明細書で御確認をいただけたらと思います。

２５ページをお願いいたします。行中段の５目減価償却費は３億６７１万０００

円で、詳細は予算説明資料の１７ページに記載をしておりますが、有形固定資産分で３

億６０９万０００円、無形固定資産分で６２万０００円となっております。

２６ページをお願いいたします。資本的収入でございます。資本的収入は５億５７

９万０００円で、対前年度比１億２８２万０００円の増で、要因は、統廃合事業

に係る建設改良事業債、それと国庫補助金、県補助金の増額によるものでございます。

２項１目の国庫補助金は、２つの補助事業を予定しております。まず、下水道の統廃

合事業に伴う管路接続工事を社会資本整備総合交付金事業で行います。補助金額は事業

費の２分の１でございます。２つ目の循環型社会形成推進交付金は市町設置型の浄化槽

の更新工事に係る分で、補助金額は交付対象事業費の３分の１となってございます。３

項１目の県補助金は、自治振興事業として、統合事業の随伴補助で事業費の５％が補助

をされます。また、市町設置型の浄化槽更新工事に係る分で、新・生活排水フォローア

ップ事業として、対象事業から国庫補助分を引いた額に⒈５％を掛けた額が随伴補助と

なっております。６項１目のその他資本的収入は、満期を迎えます有価証券の収入０

００万円でございます。

次に、２７ページをお願いいたします。資本的支出でございます。１款資本的支出は

６億６７３万０００円で、対前年度比４２４万０００円の減となっております。

８年度は処理区統合管路接続工事として１億２８６万０００円を計上、また、浄化

槽の更新工事を２０基、５９７万０００円を計上、委託料で工事に係る設計、施工

監理を９９６万０００円を計上をしております。３目の固定資産購入費は、料金シ

ステム用のパソコン購入費でございます。水道事業と折半でございます。２項１目の企

業債償還金は４億３６５万０００円を計上、３項１目の投資は、現在、定期預金の

金利が上がっておりますので、令和８年度は予定をしてございません。

そのほか、７ページにはキャッシュフロー計算書、１３ページには令和７年度の予定

損益計算書、１４ページ、１５ページには７年度の予定貸借対照表、１８ページ、１９

ページには令和８年度の貸借対照表を掲載をしております。御確認をお願いをいたしま

す。また、別ファイルの予算説明資料１２ページから下水道の予算概要、水洗化率の集
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計表、固定資産明細書、企業債の明細表、一般会計からの繰入金の内訳表を添付をして

おりますので、御確認をお願いいたします。

以上で令和８年度下水道事業会計予算の詳細説明を終わります。よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第３４号議案の提案説明は終わりました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時３０分とします。

午後２時１０分休憩

午後２時３０分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

次に、第３５号議案、令和８年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者の

説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和８年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

令和８年度当初予算の説明に当たり、当院の置かれている状況や令和８年度の重点施

策等について、まず御説明申し上げます。

予算説明資料の２ページを御覧ください。当院は、昭和２１年に県立の診療所として

開設されて以来、幾多の変遷を経ながら８０年間にわたり地域医療の確保と特定中核病

院として地域医療の推進に努めてきました。令和２年以降では、猛威を振るった新型コ

ロナウイルス感染症において、県中播磨健康福祉事務所管内における感染症対策の牽引

役を担ってきており、今後も平時から次なる新興感染症に対する取組を継続してまいり

ます。

病院には、各関係機関と連携し、地域に必要な医療を公平・公正、継続的に提供し、

住民の生命と健康を守り、地域の健全な発展に貢献するという使命があります。特に公

立病院は、不採算医療の提供等、地域医療の確保のために重要な役割を果たすことが求

められています。

しかしながら、急速な少子高齢化に伴う人口減少、医師をはじめとする医療人材の不

足や偏在など、医療を取り巻く環境は目まぐるしく変化してきており、経営状況の悪化

による医療提供体制の維持が極めて厳しい状況となっています。近年では、物価、人件

費の急激な上昇により医業費用が増大する一方で、診療報酬は公定価格であることから、

病院自らが費用増加分を診療単価に転嫁することができないため、赤字額が増大し、病

院経営を圧迫しています。令和８年度には診療報酬改定が実施されますが、実質改定率

が⒉２２％、本体ではプラス⒊０９％の改善ですが、薬価でいいますとマイナスの８

７％という内容です。そういうことにとどまり、十分な改定には程遠く、とりわけ中山
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間地域の中小病院は大変厳しい状況に置かれていることは必至の状況でございます。

令和８年度においても、人件費や近年の社会情勢不安等に起因する物価高騰の影響に

よる経費増が経営を大きく圧迫し続ける見込みですが、正念場の年と位置づけ、住民の

安全・安心への寄与と安定した経営の両立を目指して、持続可能な地域医療体制を確保

するため、次の重点施策を進めてまいります。

重点施策の１点目、経営改善の推進であります。

患者数は減少傾向が顕著になってきており、経営上、非常に厳しい状況にあります。

病院を維持運営していくために必要な患者数は、令和８年度当初予算の根拠として、医

師の増員に伴い、入院は１日当たり１１９人、病床利用率８５％、外来は３８⒌６人と

設定し、さらに、診療科別に目標設定を行う中で、その達成のため一人一人が達成に向

け全力で取り組みます。ただ、この目標を達成できたとしても、なお赤字が見込まれる

状況であるため、特に次の施策を念頭に医療提供を行うことで、患者数の確保と経営強

化を図ってまいります。

具体的な取組として、１点目、住民（患者）ファーストの取組です。

院内の意識改革、組織改革において重要となるのが、住民が求めることにどのように

応えていくかという姿勢と考えています。そのためには、様々な形で寄せられる地域住

民の声に真摯に耳を傾けるとともに、院外報の発行やＳＮＳを活用して病院の情報を広

く発信していきます。

また、医療分野におけるデジタル化の促進は、医療の質の向上と効率化のために極め

て重要であるため、国や県の補助金を活用して患者さんや付添家族にとって利便性の高

いシステム導入なども進めてまいります。

これらの取組が患者サービスの向上につながり、さらには経営改善にも反映していく

ものと確信しています。

２点目として、地域に根差した病院の役割発揮であります。

地域における公立病院の入り口の医療として何より重要なのは救急受入れと紹介受入

れです。この入り口を拡充させることが経営改善の第一歩と位置づけ、救急搬送依頼も

含めた緊急受診、地域の診療所からの紹介、高度急性期病院からの紹介を確実に受けて

いきます。さらには、診療科別の専門領域に固執することなく、専門領域を超えた受入

れ体制の強化を図り、取りあえずは診る、地域住民を全力で支える医療の提供が重要と

考えます。そのため、当直時における医師間の相談業務（ＩＴ活用による画像診断等）

の円滑化とともに、医師のオンコール（待機）体制整備を行い、効率的な診療業務を推

進するとともに、日中の時間帯における専門科を超えた横断的な受入れの拡充や紹介患

者等を即断で受け入れる体制を再構築します。

３点目に、経営強化プラン及び経営改善計画の実行です。

令和５年度に策定した経営強化プラン及び経営改善計画は、その計画年度を令和６年

度から令和９年度までとしており、令和８年度は折り返し年度に入ります。経営改善計
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画の実行計画であるアクションプランの継続的な取組にもかかわらず、いまだ十分な経

営改善には至っていませんが、計画策定以降、社会情勢も大きく変化していることから、

計画修正も加えながら一つ一つ課題解決に取り組みます。

重点施策の２点目、診療体制の維持（医療従事者の確保）です。

現在、当院の常勤医師の平均年齢は、県養成医と神戸大学及び大阪医科薬科大学から

派遣いただいている計４名の医師を除くと６０歳であります。看護師も４⒌５歳であ

り、確実に高年齢化が進んでいます。中・長期的に安定した医療の供給のためには、医

師や看護師等の医療従事者の確保は必須です。特に中堅、若手の採用による組織の活性

化も意識しながら、神戸大学など関係医療連携による医師派遣についても念頭に置きつ

つ、医療の提供に支障を来すことのないよう医療従事者の確保に努めます。

令和２年度から毎年１名派遣いただいている県養成医については、長年の県への要望

が功を奏し、令和８年度は２名の内科（総合診療）医の派遣を受けることになり、また、

町独自施策である医師修学資金貸与者１名（消化器内科医師）もこのたび着任すること

になりました。その結果、内科系（総合診療）医師が８名体制となり、従来にも増して

慢性疾患を中心に入院、外来ともに広範的、専門的な診療に努めてまいります。県養成

医の増員や病院の独自採用により、令和８年度当初には多少医師の若返りが図られるこ

とになりますが、ここ数年で多くの常勤医師が定年を迎えることから、新たに制定した

公立神崎総合病院医師Ｕターン促進事業支援金も活用しながら、引き続き医師確保に努

めます。

重点施策の３点目、医療接遇の向上であります。

患者さんが病院を選ぶ際に重視される点は、病院や医師の評判、通いやすさに加え、

病院スタッフの丁寧な応対や相談のしやすさがポイントとされています。患者さんに当

院を選んでいただくためには、患者さんに寄り添い、信頼関係を築き、患者さんが安心

して医療を受けられるよう、適切な態度や言葉遣いをする医療接遇の向上が最も大切で

あることを念頭に置き、引き続き院内の所属長会議や職員研修を通じて、いま一度職員

全体で接遇の基本を見詰め直すよう取り組みます。

以上、大変厳しい環境下ではありますが、住民生活に不可欠な医療を適切に提供し、

地域住民から信頼される存在となるよう、職員一同、懸命に努力を続けます。

最後に、令和８年度当初予算の状況の概要のみ御説明します。

３条予算の収益的収入は３４億９５５万円、収益的支出は３９億６８７万００

０円でございまして、支出が収入を４億７３２万０００円上回る予算計上としてい

ます。また、４条予算でも、資本的収入１億４６５万０００円、資本的支出３億

０２７万円でございまして、収支差が１億５６１万０００円ございます。３条、４

条予算とも支出が収入を上回る赤字収支でありますが、令和８年度における損益勘定留

保資金はおよそ６億円程度であり、令和８年度末（令和９年３月３１日）時点の現預金

残高も４億０００万円程度と見込まれることから、資金繰りや会計処理に問題が生じ
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るものではございません。

ただ、給与改定による人件費の大幅な増加や急激な物価高騰の影響により経費が増大

する一方で、町からの繰入金の減額もあり、当初から５億円弱の赤字予算となりました。

さらに、令和６年度以降は資金の目減りが顕著であるため、大変憂慮すべき状況である

と考えています。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

令和８年度公立神崎総合病院事業特別会計予算に係る詳細説明をさせていただきます。

まず、２ページを御覧ください。第２条、業務の予定量でございますが、入院患者数

４万４３５人、１日平均１１⒐０人、外来患者数９万７３６人、１日平均３８⒌６

人とし、本予算の積算根拠としております。令和４年度から３か年の決算数値は１日平

均入院患者数が１０⒌５人、１日平均外来患者数が３８⒏４人でしたから、入院収益の

積算根拠は少し高い数値でありますが、内科医師の増による患者数増も見込み、厳しい

ながらも達成可能な数値と考えており、また、業務改善を進めるに当たっての現実的な

目標でもございます。

第３条で収益的収入及び支出の予定額を定めています。収入で３４億９５５万円、

費用で３９億６８７万０００円でございまして、収支差が４億７３２万０００

円の赤字予算で、収支不均衡としております。

第４条で資本的収入及び支出の予定額を定めています。収入で１億４６５万００

０円、支出で３億０２７万円でございまして、こちらも費用が収入より１億５６１

万０００円多い状況でございます。町長からも申し上げましたとおり、３条予算、４

条予算とも支出が収入を上回る赤字収支でありますけれども、資金繰りや会計処理に問

題が生じるものではございません。

第５条では企業債の目的と限度額等を、第６条では一時借入金の限度額を、第７条で

は議会の議決を経なければ流用できない経費額を、第８条では他会計からの補助金額を、

第９条では棚卸資産の購入限度額を、第１０条では重要な資産の取得をそれぞれ定めて

います。

それでは、順次項目別に御説明を申し上げます。予算実施計画説明書で説明させてい

ただきますので、２７ページをお願いいたします。

収益的収入及び支出の収入でございます。病院事業収益合計を３４億９５５万円と

しています。１款病院事業収益の１項医業収益で３２億６９３万０００円、内訳は、

入院収益で１９億４１２万０００円、外来収益で９億５１９万０００円、大畑

診療所収益で１２万円、負担金交付金で１億２０８万０００円、その他医業収益は
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２億５４２万円で、室料差額収益、人間ドック、健診、予防接種等保健事業の公衆衛

生活動収益等でございます。

２８ページをお願いいたします。第２項医業外収益で２億２６１万０００円、内訳

は、１目受取利息及び配当金で１６０万０００円、２目負担金交付金で３８５万

０００円、３目補助金は、一般会計補助金、国、県補助金等で１億４３８万０００

円でございます。４目患者外給食収益は１６１万０００円、５目長期前受金戻入とし

て、国、県補助金などの収益化分２８８万円でございます。

２９ページをお願いします。６目その他医業外収益が不用品販売収益と住宅家賃など

で８２８万円でございます。３項の特別利益の固定資産売却益は科目設定でございま

す。

次に、３０ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の支出でございまして、

病院事業費用合計を３９億６８７万０００円としています。１項医業費用は３８億

６２６万円で、うち１目の給与費は２５億５４３万０００円で、医業費用の６⒍

３％を占めており、医師給から法定福利費引当金繰入額までを計上しております。正規

職員１９２名、会計年度任用職員１０８名の計３００名分でございます。予算書の９ペ

ージから１８ページにかけて人件費に係る内訳資料をつけておりますので、後ほど御覧

ください。

次に、３５ページをお願いいたします。２目材料費３億７７８万０００円は、薬

品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費でございます。３目経費は５億４１

１万円で、報償費から雑費までの計上でございます。中でも、３８ページになりますが、

１４節委託料が大変大きくて、２億０５９万０００円で、各種の業務を委託してお

ります。

次に、４０ページをお願いいたします。４目交際費１００万円、５目減価償却費３億

０９２万０００円で、病院本館等の建物、構築物、医療器械備品等の減価償却費で

ございます。６目資産減耗費は５００万円、７目研究研修費の０７０万円は、講師謝

金、図書費、研修旅費、研究雑費でございます。

４１ページをお願いします。８目大畑診療所費用は１３０万０００円で、看護師給

など大畑診療所運営に係る経費の計上でございます。

２項医業外費用は０６１万０００円、内訳は、１目支払利息及び企業債取扱諸費

で４００万円、２目長期前払金償却２２３万０００円は、固定資産に係る控除対

象外の消費税の償却でございます。３目患者外給食材料費１１６万０００円でござい

ます。

４２ページをお願いします。４目消費税及び地方消費税５００万円は、消費税の納

付金でございます。５目雑支出は８２２万０００円。第３項特別損失０００円は科

目設定。第４項予備費で０００万円を計上しています。

次に、４３ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございまして、
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収入計で１億４６５万０００円としています。１項企業債６００万円は、医療器

械購入に係る起債発行額でございます。２項出資金は１億８２０万円で、一般会計か

らの出資金でございます。３項補助金は０４５万０００円、器械備品購入に係る国

庫補助金を計上しております。４項の固定資産売却代金、５項の貸付金返還金は、いず

れも科目設定でございます。

次のページをお願いいたします。資本的収入及び支出の支出で３億０２７万円を計

上しております。１項建設改良費、１目資産購入費、医療器械購入費で４６８万０

００円を計上いたします。その医療器械等の購入内訳につきましては、予算説明資料の

６ページでお示しをしておりますので、御覧いただきたいと思います。２項企業債償還

金２億１３８万０００円は企業債償還元金分でございまして、予算説明資料の５ペ

ージにその内容をお示しをしております。３項投資の１目長期貸付金４２０万円につき

ましては、医師修学資金貸付金月額２０万円の１名分と看護師修学資金貸与金で月額５

万円の３名分を予定しております。

以降のページは注記表でございます。

そのほか、８ページにはキャッシュフロー計算書、１９ページ、２０ページには令和

７年度の損益計算書、２１ページから２３ページには令和７年度の予定貸借対照表、２

４ページから２６ページには令和８年度の予定貸借対照表を掲載しております。また、

別ファイルになりますけれども、予算説明資料として予算概要、繰入金の状況、企業債

の明細書、建設改良費の器械備品等の購入予定等をお示しをしておりますので、御確認

をお願いいたします。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第３５号議案の提案説明は終わりました。

以上で令和８年度各会計予算の提案説明が終わりました。

質疑については、３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第２ 第３６号議案から第３８号議案

○議長（澤田 俊一君） 日程第２、第３６号議案、神河町神崎いこいの村条例を廃止す

る条例制定の件、第３７号議案、神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例の全部を

改正する条例制定の件、第３８号議案、財産処分の件の３議案を一括議題とします。

上程３議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３６号議案、第３７号議案及び第３８号議案につきましては、

関連がございますので、一括で提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

令和７年１０月から休館しております神崎いこいの村グリーンエコー笠形の再生に当

たり、民間事業者様からどのように運営できるか提案していただくサウンディング型市

場調査を実施し、民間事業者の知見を募りました。その結果、従来の枠組みにとらわれ
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ない土地定期貸借、建物使用貸借や業務委託などを組み合わせた新たな官民連携手法で

民間事業者の自由な発想と投資により、より適切な運営が見込めるとの結論に至りまし

た。これを受け、新たな管理運営体制を構築するため、本議会に３つの議案を提出する

ものでございます。

まず、第３６号議案は、行政財産を民間事業者に貸し出せるよう、現行の神河町神崎

いこいの村条例を廃止するものでございます。

次に、第３７号議案は、これまで指定管理者による管理としていた施設を業務委託と

するため、体育施設の設置条例を神河町笠形体育施設設置条例へと全部改正いたします。

最後に、第３８号議案、財産処分の件につきましては、地方自治法第９６条第１項第

６号の規定により、議会の議決を求めるものです。

施設全体の土地は２３万１１⒐４８平方メートル及び建物８６⒏６５平方メート

ルで、期間はいずれも１５年間でございます。貸付けの相手はアスコテクニカ株式会社

で、新名称を「キャンプリゾート笠形山のひととき」とし、五つ星ホテル並みの高い管

理体制による質の高いアウトドア体験の提供を掲げておられます。また、累計２億円規

模、年平均５００万円ペースの継続的な設備投資を計画され、老朽化が進む施設の再

生に自らの資本を投じ、顧客満足度とリピート率を高めることで、地域に人を呼び込み、

持続可能な施設運営を目標とされています。

本事業を通じて、民間活力を最大限に引き出し、町として必要な公共性、公平性を契

約により担保しながら、観光振興と地域経済の活性化を確かなものにしてまいる所存で

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事から御説明いた

しますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

橋ひと・まち・みらい課商工観光特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事（橋 吉治君） ひと・まち・みらい

課、橋でございます。それでは、第３６号議案、第３７号議案、第３８号議案につい

て、詳細説明をさせていただきます。

本事業の最大の転換点は、旧グリーンエコー笠形を将来にわたって持続可能な施設へ

と再生させることを目的に、従来の指定管理制度から民間による自立型経営へとかじを

切ることにあります。これに伴う各議案について御説明をいたします。

関連条例の整備といたしまして、まず、１ページをお願いいたします。第３６号議案、

神河町神崎いこいの村条例を廃止する条例制定の件については、令和８年４月１日付で

同条例を廃止いたします。行政財産を民間事業者に貸し出せるよう、本条例を廃止する

ものでございます。

次に、２ページをお願いいたします。第３７号議案、神河町グリーンエコー笠形体育
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施設設置条例の全部を改正する条例制定の件としまして、これまで指定管理者による管

理としていたものを業務委託するため、条例の全部を改正するもので、条例名を「神河

町笠形体育施設設置条例」に改め、内容といたしまして、各条文につきましては、基本

的な条文は神河町体育施設設置条例に準拠させ、実態に合わない道具貸出料やスイミン

グスクール料金等を削除し、使用料体系を町内他施設と整合させております。

第１条の設置から、名称及び位置、休館日、使用時間、３ページでございます。管理、

使用許可、使用料、使用料減免、使用料不還付、使用目的の変更及び権利譲渡の禁止、

使用許可の取消し等、特別の設備、原状回復義務、４ページでございます。第１４条で

は損害賠償、第１５条の規則委任、別表とし、別表では、神河町グリーンエコー笠形体

育施設設置条例での料金から神河町体育施設設置条例に合わせた施設使用料金への変更

及び先ほど申しました実態に合わない体育館の道具の貸出料金、プールのスイミングス

クール及び野球道具使用料について削除しております。

参考としまして、５から６ページに神河町笠形体育施設管理規則、新規制定規則でご

ざいます、を添付しております。規則の各条文につきましても、基本的な条文は神河町

体育施設管理規則に準拠させております。

神河町体育施設管理規則と神河町笠形体育施設管理規則での異なる箇所としましては、

６ページでございます。別表中、最下段、学校教育法第１条に規定する学校及び同法第

１２４条に規定する専修学校であって、町内または町外の別を問わず、教育活動の一環

として利用するときは免除するとしています。これにつきましては、Ｂ＆Ｇ体育施設は

グリーンエコー笠形の同じ敷地にあり、Ｂ＆Ｇ財団の理念、青少年の健全育成、地域活

性化や県下高校の新入生オリエンテーション等での利用を鑑み、教育活動の一環として

利用する場合は町内外を問わず使用料を免除する規定を設けております。これにより、

将来的なリピーター確保と持続可能な運営体制を構築してまいりたいと考えております。

次に、７ページをお願いいたします。第３８号議案、財産処分の件です。

１、財産の種類。普通財産（土地及び建物）。

２、処分の目的。神崎いこいの村グリーンエコー笠形の建物を普通財産とし、民間事

業へ土地を定期貸借、建物を使用貸借するため。

３、処分の方法。土地、１５年間の定期貸借。建物、１５年間の使用貸借。

４、処分の日。令和８年４月１日。

５、財産所在地等。土地、建物は表のとおりでございます。

６、貸付期間。１５年間（令和８年４月１日から令和２３年３月３１日）。

７、貸付金額、区分。土地、面積２３万１１⒐４８平方メートル、賃料無償。建物、

面積８６⒏６５平方メートル、賃料無償。

８、相手先。住所、大阪府大阪市中央区南船場４丁目４番１０号。氏名、アスコテク

ニカ株式会社代表取締役、文弘宣。

経過としましては、令和８年２月２４日、外部招聘した委員中心の神河町観光施設管
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理者選定委員会において、実績、財務状況ともに評価を得たアスコテクニカ株式会社を

管理者の候補者に選定いたしました。

参考資料としまして、１０ページから２１ページにアスコテクニカ株式会社からの事

業計画等を添付しております。

１１ページの事業計画では、施設名称を「キャンプリゾート笠形山のひととき」と刷

新し、年５００万円から０００万円、累計２億円規模の自己資金を投じた施設再生

が計画されています。特にペット同伴の解禁や宿泊棟の洋室化、オウネン平にトレーラ

ーロッジの増設、コテージ横に車の横づけができる整備などを行い、通年営業されます

が、年間夏場の１２０日の営業を中心に、これまでの課題でありました日帰り客中心か

ら宿泊重視型への転換を計画されております。

１６ページでございます。収支計画では、３年間は赤字となりますが、高い宿泊稼働

を軸とし、４年目には黒字化を予定をされております。

１７ページ、１８ページは申請者の概要でございます。

１９ページは現在のグリーンエコー笠形の今後の計画図を載せさせていただいており

ます。

２０ページから２１ページにつきましては、現在管理運営されています丹波でのキャ

ンプリゾートとその体育施設の状況を添付させていただいております。

同社は、安定した財務基盤と類似施設の運営実績、さらには地元雇用の優先について

も確約されておりまして、民間の投資とノウハウによって、本施設を地域活性化の拠点

として再生していただけるものでございます。また、同社は丹波市で類似施設を運営さ

れている上で高い評価を得ている実績と安定した財務基盤を有されており、地元住民の

優先雇用や地域資源の活用、町内観光施設との連携を含め、民間の活力によって本施設

を地域活性化の強力な拠点として再生させるものとしております。

続きまして、参考資料としまして、基本協定案及び各契約書案を添付しております。

２２ページから３１ページにつきましては、神河町観光施設活用事業基本協定案、次に、

３２ページから３４ページにつきましては、土地定期貸借契約書（案）、そして３５ペ

ージから３８ページには建物使用貸借契約書（案）、体育施設等の維持管理につきまし

ては、３９ページから４０ページの神河町笠形体育施設管理運営業務委託契約書（案）

を、本施設の運営に不可欠な土地として町が地域からお借りしています土地の三者契約

書案としまして、４２ページから４３ページは土地賃貸借契約書（案）としまして根宇

野区との分、４４ページから４５ページにつきましては、土地賃貸借契約書（案）とし

まして粟賀北部五ヶ村からお借りしているものの三者契約書案を載せさせていただいて

おります。基本協定及びいずれの契約書も、事業（契約）期間、令和８年４月１日から

令和２３年３月３１日までとし、契約日は令和８年４月１日としております。

最後に、新名称「キャンプリゾート笠形山のひととき」及び神河町笠形体育施設の予

約開始を令和８年５月１日、オープンにつきましては、令和８年７月１日を予定されて
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おります。

以上が詳細説明となります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 提案説明が終わりました。

質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

○議長（澤田 俊一君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、明日３月５日午前９時再開とします。

本日はこれで散会します。お疲れさまでした。

午後３時１０分散会

－１２０－


